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第1 管内の概要 

 

西三河福祉相談センターは、愛知県のほぼ中央に位置しており、南北に流れる矢作川によっ

てもたらされた洪積台地と沖積平野とからなる三河平野一帯と、その周りを取り囲む山間地域

からなっている。 

  

 所管する区域は、岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田

町の７市１町であり、管内の人口は、１，１２１，１６５人（令和６年５月１日現在）で、県

人口の１５．０１パーセントを占めている。 

 

中心的産業は、輸送用機器を始めとする工業で、特に自動車関連産業を中心に発展しており、

これを支える中小企業も多い。また沿岸部には、火力発電所を始め、輸送機器、一般機械等製

造業が集まる工業地域がある。さらに古くからは、瓦、花火、石製品、全国的にも有名な八丁

味噌などの地場産業でも栄えてきた。 

 

一方、稲作農業を始め、果樹栽培、園芸、畜産等大規模経営が広範囲で行われ、農業の先進

地としても発展を遂げてきた。沿岸部では、小型底引き網漁業、採貝、のり養殖、ウナギ養殖

といった水産業も盛んである。 

 

また、交通網については、ＪＲ東海道本線、名鉄名古屋本線、愛知環状鉄道等の公共交通機

関のほか、東名高速道路、新東名高速道路及び伊勢湾岸自動車道等多くの主要道路が縦横に走

り、広域交通の要所ともなっている。 

 

 

 

 

１ 管轄区域 

 

 西三河福祉相談センターには、「西三河福祉事務所」及び「西三河児童・障害者相談センタ

ー」が設置されており、組織構成は下記表のとおりとなっている。また、それぞれの管轄区域

は次頁の別表のとおり定められている。 

 

＜西三河福祉相談センターの組織構成＞ 
機   能 根拠法令 行政機関の名称 当センターの課名 

福祉事務所 社会福祉法 西三河福祉事務所 地域福祉課 

児童相談所 児童福祉法 
西三河児童・障害者 
相談センター 

保護課・児童育成課 

身体障害者更生相談所 身体障害者福祉法 
障害者相談課 

知的障害者更生相談所 知的障害者福祉法 
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【別表】 

 
 
≪市町村合併≫ 
 平成１８年１月１日 岡崎市（額田町が編入） 
 平成２３年４月１日 西尾市（一色町、吉良町、幡豆町が編入） 

 
 

 

区   分 管 内 区 域 

地 域 福 祉 課 

 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、 
額田郡幸田町の７市１町 

○生活保護の現業に関する事務 
額田郡幸田町の１町 

○介護保険事業者指定事務 
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、

額田郡幸田町の７市１町 
○介護員養成研修事業指定指導事務 
岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、    

高浜市、みよし市、額田郡幸田町の９市１町 

児 童 育 成 課 岡崎市、西尾市、額田郡幸田町の２市１町 

障 害 者 相 談 課 

岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、  

高浜市、みよし市、額田郡幸田町の９市１町 
○身体障害者手帳の交付事務 
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、

額田郡幸田町の７市１町 

 

 



令和5年10月1日現在

人口 割合 人口 割合 人口
高齢化率
(割合)

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

岡崎市 381,893 51,030 13.4% 237,168 62.1% 93,695 24.5% 13.3% 15.1% 20.3% 21.6% 23.6%

碧南市 71,984 9,529 13.2% 45,039 62.6% 17,416 24.2% 16.1% 17.7% 18.0% 22.8% 24.0%

刈谷市 153,599 20,657 13.4% 100,590 65.5% 32,352 21.1% 11.4% 13.3% 20.1% 19.1% 20.6%

安城市 186,303 25,789 13.8% 119,698 64.2% 40,816 21.9% 11.9% 13.8% 15.9% 19.6% 21.2%

西尾市 167,907 22,658 13.5% 101,181 60.3% 44,068 26.2% 15.3% 17.1% 16.4% 24.0% 25.8%

知立市 72,139 9,479 13.1% 47,854 66.3% 14,806 20.5% 11.7% 14.0% 20.9% 19.4% 20.2%

高浜市 46,187 6,714 14.5% 30,276 65.6% 9,197 19.9% 14.6% 16.0% 16.6% 19.0% 19.6%

市計 1,080,012 145,856 13.5% 681,806 63.1% 252,350 23.4% 13.1% 15.0% 17.9% － －

幸田町 42,207 6,654 15.8% 26,120 61.9% 9,433 22.3% 13.1% 15.0% 17.1% 20.5% 21.7%

町計 42,207 6,654 15.8% 26,120 61.9% 9,433 22.3% 17.7% 19.2% 17.1% － －

管内計 1,122,219 152,510 13.6% 707,926 63.1% 261,783 23.3% 13.6% 15.4% 17.8% － －

愛知県 計 7,480,897 928,750 12.4% 4,628,806 61.9% 1,923,341 25.7% 14.5% 17.2% 20.3% 23.8% 25.3%

　　　２　年齢区分割合及び高齢化率は、小数点以下第２位を四捨五入

（注）１  愛知県県民文化局統計課「愛知県の人口　愛知県人口動向調査結果　年齢別人口」による数値

高齢化率

国勢調査(各年 10月1日現在)
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２　管内の人口

市町名 総人口

年齢(３区分)別

０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上
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第２ 福祉相談センターの概要 
 

西三河福祉相談センターは、平成２０年４月１日に、生活保護業務（福祉事務所）やＤ

Ｖ（配偶者等からの暴力）の相談等を行っていた「西三河事務所健康福祉課」と児童の養

護相談等及び障害のある方への相談・手帳の判定業務等を行っていた「西三河児童・障害

者相談センター」が地方機関の再編により統合された機関である。 

 
 １ 沿 革 

年 月 日 
地域福祉課 

旧西三河事務所 
健康福祉（民生）課  

児童育成課・保護課 
旧岡崎児童相談所 
旧中央児童相談所一時保護所 

障害者相談課 
旧身体･知的･心身障害者 
      更生相談所  

 

S23.6.30 

 

 

 

 

S27.5.1 

 

S27.7.23 

 

 

 

S28.11.1 

 

 

 

S30.11.10 

 

 

 

S35.7.1 

 

S39.1.20 

 

S39.4.1 

 

 

S44.3.31 

 

S47.4.1 

 

 

 

 

 

S50.4.1 

 

 

 

S52.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西三河事務所に民生課設置 
 管轄区域:豊田市･東西加茂郡

を除く西三河全域 

 位置 ：岡崎市明大寺本町 1-2 

 

 

庁舎移転  
位置：岡崎市明大寺本町 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡崎地方児童相談所開設 
（岡崎市役所民生課内） 

 管轄区域：西三河全域 

 一時保護所附設 

 

名称変更 岡崎児童相談所 

 

庁舎移転 

 位置：岡崎市中町屋敷裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎移転 
位置：岡崎市栄町 4-140 

 

増築 

 

行政合理化により一時保護

業務を中央児童相談所で集

中管理 
（一宮、岡崎、豊橋児童相談所

の一時保護業務を廃止） 

 

管轄区域の変更 

 豊田児童相談所の新設に

伴い豊田市、東・西加茂郡

（１市２町４村）を分離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者更生相談所開設 

管轄区域:県内全域 

 

 

 

  

 
 

精神薄弱者更生相談所開設 

管轄区域:県内全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

心身障害者更生相談所開設 

位  置：宝飯郡小坂井町 

管轄区域：三河地区（豊田

市、東・西加茂郡を除く） 
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年 月 日 
地域福祉課 

旧西三河事務所 
健康福祉（民生）課  

児童育成課・保護課 
旧岡崎児童相談所 
旧中央児童相談所一時保護所 

障害者相談課 
旧身体･知的･心身障害者 
      更生相談所  

S56.4.1 

 

 

 

 

H4.12.7 

 

 

H8.3.11 

 

 

 

H11.4.1 

 

 

 

H14.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H15.4.1 

 

 

 

H17.4.1 

 

 

 

H18.1.1 

 

H18.4.1 

 

 

H20.4.1 

 

 

 

H22.1.4 
 
 
 
H23.4.1 

 

 

 

 

 

庁舎移転（仮庁舎） 
 位置：岡崎市竜美南 2-1-8 

 

庁舎移転 
 位置：岡崎市明大寺本町 1-4 

    （西三河総合庁舎１階） 

 

 

 

 

 

西三河事務所に健康福祉課

（西三河福祉事務所併設）設

置（地方機関の再編による名称

変更、西三河総合庁舎９階） 

  

 

 

 

 

 

 

 

岡崎市が中核市へ移行 

 

 

 

 

 

管轄区域の変更 

刈谷児童相談所の新設に

伴い刈谷市、碧南市、安

城市、知立市、高浜市（５

市）を分離 

 

 

 

庁舎移転 
 位置：岡崎市明大寺本町 1-4 

  （西三河総合庁舎９階） 

 

一時保護所移転 

 位置:春日井市内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称変更: 法改正により精

神薄弱者更生相談所から知

的障害者更生相談所に変更 
 

西三河児童・障害者相談センター設置（地方機関の再編） 

児童育成課 障害者相談課 

管轄区域：岡崎児童相談所

の管轄区域を継承 

（一時保護所は中央児童･

障害者相談センター保護

課となる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（身体･知的･心身更生相談

所が再編） 

管轄区域：岡崎市、碧南市、 

  刈谷市、豊田市、安城市、 

西尾市、知立市、高浜市、

幡豆郡、額田郡、西加茂郡、

東加茂郡、北設楽郡稲武町 

 

管轄区域の変更：郡区域変 

更により北設楽郡稲武町は

東加茂郡に編入 

 

管轄区域の変更：東加茂郡

及び三好町を除く西加茂郡

が豊田市に編入 

 

管轄区域の変更：額田郡額田町が岡崎市に編入 

 
一時保護所の移転  

位置：岡崎市内 

 

西三河福祉相談センター設置（地方機関の再編による名称及び体制の変更） 

 西三河事務所健康福祉課（再編に伴い地域福祉課に課名変更）と西三河児童・障害者相

談センター（児童育成課、障害者相談課）並びに一時保護所（中央児童･障害者相談セ

ンター保護課）が統合 

管轄区域の変更：西加茂郡三

好町が市制施行し、みよし市

となる 

 管轄区域の変更：西加茂郡三

好町が市制施行し、みよし市

となる 

管轄区域の変更：幡豆郡一色町・吉良町・幡豆町が西尾市に編入 

 
 



　
課長補佐 主任 1名

（社会Ｇ班長） 主事 5名
非 常 勤 1名 班員7名

社会Ｇ ・センターの庶務、経理に関すること

主　　幹 課長補佐 1名
（指導・介護保険Ｇ班長） 主事 3名

非 常 勤 4名 班員8名

指導・介護保険Ｇ

課長補佐 女性相談支援員　　　3名
（福祉・相談Ｇ班長） 主査 1名 家庭相談員　　 　　 1名

相 談 員 6名 母子・父子自立支援員1名
生活保護就労支援相談員１名

班員　7名

福祉・相談Ｇ

児童指導専門員 児童指導専門員 1名
（第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ班長） 主　　査 1名

主 　 事 2名

技 　 師 6名
非 常 勤 3名 班員13名

主任児童指導専門員 主任児童指導専門員 1名
（第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ班長） 主　　任 3名

主 　 事 4名
技　　師 1名
非 常 勤 2名 班員11名

児童指導専門員 主　　任 4名
（第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ班長） 主 　 事 5名

非 常 勤 3名 班員12名

保護第1～3Ｇ

課長補佐 主　　査 3名
（児童相談第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ班長） 主 　 任 2名

主 　 事 16名
非 常 勤 1名 班員22名

課長補佐 主　　査 2名
（児童相談第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ班長） 主 　 任 6名

主 　 事 11名
非 常 勤 7名 班員26名

児童相談第1,2Ｇ

主    査 3名

非 常 勤 1名 班員4名

障害者相談Ｇ ・身体障害者の相談に関すること

２　組織及び事務分掌
（令和6年7月1日現在）

センター長
次長兼

地域福祉課長

・介護保険に関すること

・家庭児童の相談指導に関すること

・ひとり親家庭の支援（手当の支給）に関すること
・障害者、高齢者福祉に関すること

・戦没者遺族及びその援護に関すること

児童専門監

・ひとり親家庭の支援に関すること

・一時保護所の運営に関すること

・生活保護、低所得者対策に関すること
・民生委員及び児童委員に関すること
・困難な問題を抱える女性の相談・支援に関すること

保護課長

・知的障害者の相談に関すること

・児童の問題に関する相談に関すること
・児童福祉施設等への措置に関すること

児童育成課長

障害者相談課長

（障害者相談Ｇ班長）

-6-



  - 7 -

第３ 地域福祉課 

１ 身近な地域での福祉の推進―民生委員・児童委員― 

   民生委員は社会福祉関係各法に関する協力機関であると同時に、社会奉仕の精神をもって

常に住民の立場に立って相談に応じ、援助を必要とする者がその有する能力に応じて自立し

た日常生活を営むことができるように、生活に関する助言その他の援助を行っている。 
   また、民生委員は、児童福祉法により児童委員を兼ねており、要保護児童の福祉及び福祉

事務所等の行政機関への連絡、協力業務など広範囲の任務を担っているが、児童委員活動の

さらなる推進を図るため、主任児童委員制度が平成 6 年 1月 1 日に創設された。 
   なお、現在の任期は令和 4年 12 月 1 日から令和 7年 11 月 30 日まで（3 年）となっている。

（所管区域：碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田町） 
 
（１） 配置状況                  （令和 6 年 4月 1 日現在） 

市     名 委 員 定 数 協 議 会 数町     名 委 員 定 数  協 議 会 数

碧  南  市 115 (12) 6 幸  田  町 47 ( 3) 1 

刈  谷  市 161 (12) 6    

安  城  市 232 (21) 8    

西  尾  市 239 (25) 10    

知  立  市 108 ( 6) 3 （ 町  計 ） 47 ( 3) 1 

高  浜  市 55 ( 3) 1   

（ 市  計 ） 910 (79) 34 合  計 957 (82) 35 

(注) （ ）は主任児童委員数を再掲で示したもの 
 
（２） 民生委員・児童委員活動等費用弁償費 

     市町が民生委員・児童委員に対して交付する活動費用等について負担金を交付する。 
    ＜根拠＞愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償費負担金交付要綱 

民生委員 1 人当たり年額 
60,200 円(うち民生委員分 30,100 円、児童委員分 30,100 円) 

 

 （３）民生委員協議会会長活動費 

    市町が民生委員協議会会長に対して交付する活動費について負担金を交付する。 

    ＜根拠＞愛知県民生委員・児童委員活動等費用弁償費負担金交付要綱 

年額 

5,960 円 

 

（４） 民生委員協議会活動費交付金 

     民生委員協議会活動費交付金は、民生委員協議会活動の進展を図るため民生委員協議会 

の開催に要する経費として交付する。 

 ＜根拠＞民生委員協議会活動費交付金交付要綱 

 

民生委員定数 1人当たり 1 民生委員協議会当たり 

      3,311 円       41,600 円 
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（５） 活動状況（幸田町） 

区              分 
3 年度 4 年度 5 年度 

件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 

内 
 

容 
 

別 
 

事 
 

項 

在宅福祉 
件 

90 

％ 

27.6 

件 

68 

％ 

25.3 

件 

43 

％ 

15.4 

介護保険 82 25.1 63 23.4 40 14.3 

健康・保健医療 17 5.2 6 2.2 14 5.0 

子育て・母子保健 5 1.5 1 0.4 0 0.0 

子どもの地域生活 3 0.9 8 3.0 3 1.1 

子どもの教育・学校生活 8 2.5 1 0.4 5 1.8 

生活費 15 4.6 10 3.7 2 0.7 

年金・保険 0 0 6 2.2 3 1.1 

仕 事 0 0 1 0.4 4 1.4 

家族関係 11 3.4 7 2.6 10 3.6 

住 居 1 0.3 1 0.4 2 0.7 

生活環境 13 4.0 21 7.8 8 2.9 

日常的な支援 56 17.2 44 16.3 53 19.0 

その他 25 7.7 32 11.9 92 33.0 

計 326 100 269 100 279 100 

分 
野 
別 
事 
項 

高齢者に関すること 206 63.2 178 66.2 152 54.5 

障害者に関すること 59 18.1 51 19.0 58 20.8 

子どもに関すること 23 7.0 9 3.3 13 4.6 

その他 38 11.7 31 11.5 56 20.1 

計 326 100 269 100 279 100 

そ 
の 
他 

調査・実態把握 138 件 238 件 280 件 

行事・事業・会議への参加協力 619 回 814 回 856 回 

地域福祉活動・自主活動 5,060 回 4,329 回 4,183 回 

民児協運営・研修 1,195 回 1,367 回 1,325 回 

証明事務 21 回 76 回 134 回 

要保護児童の発見の通告・仲介 3 回 3 回 1 回 

訪
問 

訪問・連絡活動 1,839 回 2,004 回 2,317 回 

その他 2,096 回 2,226 回 1,462 回 

連
絡
調
整 

委員相互 1,066 回 947 回 441 回 

その他の関係機関 1,123 回 825 回 463 回 

活    動    日    数 5,654 日 5,715 日 5,625 日 
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２ 低所得者対策 
  

平成27年 4月 1日から生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対する自立支援策を強

化するための生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）が施行され、福祉事務所は必

須事業として生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給を行うこ

ととなった。（所管区域：幸田町）  

生活困窮者自立相談支援事業（事業開始 平成 26 年 4 月） 

   生活困窮者自立相談支援窓口では、生活困窮者からの相談を受け、①生活困窮者の抱えて

いる課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを把握、②ニーズに応じた支援が計

画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定、③自立支援計画に基づく各種支援が

包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整等の業務を行う。 

   さらに、令和 2 年 4 月よりアウトリーチ支援員を配置し、支援が届いていない対象者を掘

り起こし、適切な支援につなげている。 

  〔委託先〕社会福祉法人 愛恵協会 

 住居確保給付金支給事業（事業開始 平成 27 年 4 月） 

離職者であって、就労能力及び就労意欲のある者のうち、住居を喪失している又は喪失する 

おそれのある者に対して、給付金を支給することにより住居及び就労機会の確保に向けた支援 

を行う。 

（１）支給対象者 
  離職・廃業の日から 2 年以内である方、もしくは給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき

理由又は個人の都合によらない理由により減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方であっ

て、就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している又はそのおそれのある者を対

象として、原則 3 ヶ月（一定条件の下、延長可能）を限度として、住宅費を支給するとともに、

自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。 
（２）支給額（平成 27年 7 月 1日から適用） 

単身世帯 月額 36,000 円以内 複数世帯(6 人） 月額 50,000 円以内 

複数世帯(2 人) 月額 43,000 円以内 複数世帯（7人～） 月額 56,000 円以内 

複数世帯（3 人～5 人） 月額 46,600 円以内  

（３）支給期間 
   3 か月間を限度とする。ただし、支給要件に規定する就職活動を継続していた場合には、

申請によりさらに 3 か月を限度に支給期間を延長することができる。 
   自立相談支援事業・住居確保給付金支給事業の状況 （令和 5 年度） 

町 名 相 談 件 数 支 給 決 定 数 不支給決定件数 

幸 田 町 16 3 0 

 一時生活支援事業（事業開始 平成 27 年 4 月） 

   住居のない生活困窮者等に対応するため、旅館等の借り上げにより緊急一時的な宿泊場所

及び衣食を提供する。また、自立相談支援事業による相談支援を組み合わせることで、住居

の確保や就労自立等の支援を実施する。 

   一時生活支援事業（令和 5年度） 

 



  - 10 -

町 名 利用件数（世帯数） 実 人 員 

幸 田 町 0 0 

就労準備支援事業（事業開始 令和 2 年 4 月） 

  決まった時間に起床・就寝できない、他者との関わりに不安を有する等、複合的な課題を

抱えるため直ちに就労が困難な生活困窮者等に対して、生活習慣の改善や社会参加のための

支援等を行うことにより、就労に向けた基礎能力の形成を図る。 

 〔委託先〕社会福祉法人 愛恵協会 

就労準備支援事業（令和 5 年度） 

町 名 利用件数（世帯数） 実 人 員 

幸 田 町 2 3 

家計改善支援事業（事業開始 令和 2 年 4 月） 

  家計に複雑な課題を抱える生活困窮者に対して、家計管理能力と家計状況の改善を図るた

めの支援を行う。 

 〔委託先〕特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 

家計改善支援事業（令和 5 年度） 

町 名 利用件数（延件数） 実 人 員 

幸 田 町 12 11 

 愛知県子どもの学習支援事業（事業開始 平成 29 年 4月） 

貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子ども（小学生・中学生・高校生）を対象に、将来の

進路選択の幅を広げるとともに自立した生活を送れるよう、基礎学力の定着を目的として実施する。 

 〔委託先〕社会福祉法人 愛恵協会 

（１）事業内容 
ア 学習支援 

生活困窮世帯の子どもに対し、学校の勉強の復習や宿題の習慣づけ、学力向上を目的とした

学習支援を行う。 

イ 居場所の提供 

子どもの適正な日常生活習慣の形成や社会性の育成を図ることを目的に、子どもが安心して

通える居場所の提供を行う。 

ウ 相談支援 

子どもの保護者に対し、養育能力の向上及び就労支援等を目的として、福祉相談センター及

び生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の実施機関と連携した相談支援を行う。 

エ その他の支援 

県が必要と認める事業を行う。 

（２）支援対象者 
ア 幸田町内に居住する未成年の者であること。 

イ 小学校、中学校、高校、専修学校（高等課程）に通学していること又は高校等への進学を目 

指していること。 

ウ 次の①～③いずれかの世帯に属すること。 

① 生活保護受給世帯 
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② 生活困窮者自立相談支援機関において相談支援を行う世帯 

③ 福祉相談センター長が事業への参加を必要と認めた世帯 

（３）定員 
   原則 12 名 

愛知県子どもの学習支援事業（令和 5 年度） 

 参 加 人 数 参 加 延 人 数 

学 習 支 援 17 111 

居 場 所 の 確 保 17 354 

            

 

３ 生活保護 

（１）生活保護制度 

   生活保護法に基づき、社会保障の基盤としての役割を果たすもので、生活に困窮するす 
  べての人が健康で文化的な生活を営めるよう、経済的援助を行うとともに、その自立助長 

を図ることを目的とするもので、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、 
出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の８種類がある。（所管区域：幸田町） 

《保護の基準》 

生活保護法による保護の基準は、要保護者の年齢、世帯構成、地域等に応じ、厚生労働大 
臣が定めることとなっており、保護の種類別に厚生労働省告示等によって示されている。 

 
標準3人世帯における最低生活費（夫33歳、妻29歳、子4歳の世帯構成） 

年 度 級 地 区 分 生 活 扶 助 住 宅 扶 助 計 

6年度 3級地－１    130,800円 ※  8,000円    138,800円

  ※住宅扶助の国協議による特別基準は 46,600 円以内である（平成 27 年 7 月 1 日以降）。 

（２）保護の状況                     （各年度 4 月 1日現在） 

年度 
被  保  護 

保 護 率 
世  帯  類  型  別 

稼働世帯数 
世 帯 数 人  員 高  齢 母  子 障害・傷病 そ の 他 

 世帯    人 ％  世帯    世帯 世帯      世帯     世帯 

4 55 73 0.17 31 2 19 3 10 

5 62 75 0.18 32 2 24 4 16 

6 61 74 0.18 32 2 24 3 16 

 

＜参考：保護率＞                     （各年度 4 月 1日現在） 

区   分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

管 内 町 分 
％ 

 
％ 

 
％ 

 
％ ％

0.17 0.18 0.17 0.18 0.18 

愛知県全体 0.92 1.02 1.01 1.03 1.04 
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（３）保護費の支給状況＜公費負担割合 国 3/4  県又は市 1/4＞ 

保 護 の 種 類
保  護  費  総  額 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 構成比 

生   活   扶   助
円 

31，516，713 

円 

33，717，204 

円 

34，902，537 

％

59.1

住   宅   扶   助 16，954，515 18，159，071 19，582，354 33.2

教   育   扶   助 493,267 552,723 132,940 0.2

医   療   扶   助 88,090 695,970 1,133,129 1.9

介   護   扶   助 3,432 11,800 0 0

出   産   扶   助 0 0 0 0

生   業   扶   助 600,950 372,903 355,277 0.6

葬   祭   扶   助 253,065 0 364,778 0.6

就 労 自 立 給 付 金 0 120,025 118,606 0.2

進 学 準 備 給 付 金 0 0 100,000 0.2

保 護 施 設 事 務 費 2,232,230 2,247,810 2,356,420 4.0

計 52,142,262 55,877,506 59,046,041 100

対   前   年   比 105.5% 107.2% 105.7% －

医 療 扶 助
( 本 庁 執 行 分 )

68,856,960 69,420,500 67,589,924 －

対   前   年   比 96.0％ 100.8％ 97.4％ －
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４ 児童福祉対策 
母子生活支援施設への入所 

 保護を必要とする配偶者のない女子及びその者の監護すべき児童のために、県内に 13 か

所の母子生活支援施設が設置されており、必要に応じて入所させ保護するとともに、自立の

促進のためにその生活を支援する。なお、令和 6年 4 月現在、当管内においての入所措置は

ない。（所管区域：幸田町） 

 

 

５ ひとり親家庭への支援 
 

  母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり親家庭や寡婦の生活の安定と向上を図るた
め、生活に必要な各種資金の貸付等経済的支援を中心とした施策の推進を図り、生活上の様々
な問題への支援や多様化する福祉需要に的確に対応できるよう対策を講じている。 

 
（１）ひとり親家庭等に対する相談支援体制［事業開始 平成 15 年度］ 

区    分 人 員 業   務   内   容 

母子・父子自立支援員 
（所管区域：幸田町） 

1 人 
ひとり親家庭及び寡婦からの相談等に応じ、その自立

に必要な情報提供及び指導を行うとともに、職業能力の
向上及び求職活動に関する支援を行う。 
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母子・父子自立支援員相談指導状況 

区  分 

3 年度 4 年度 5 年度 

区  分 

3 年度 4 年度 5 年度 

件

数 
比率 

件

数 
比率 

件

数 
比率 

件

数 
比率 

件

数 
比率 

件

数 
比率 

生 

 

活 

 

一 

 

般 

医 療 
件 

0 

％ 

0 

件 

0 

％ 

0 

件 

0 

％ 

0 

経 

済 

的 

支 

援 

・ 

生 

活 

援 

護 

母
子
父
子
福
祉
資
金 

貸

付 

件

17 

％

5.6 

件 

9 

％

2.4 

件 

26 

％

12.0 

家 庭 

紛 争 
0 0 0 0 2 1.0 

償

還 
207 67.6 197 52.7 64 29.8 

就 労 77 25.1 141 37.7 109 50.6 
寡
婦 
福
祉 
資
金 

貸

付 
0 0 0 0 0 0 

借 金 0 0 0 0 0 0 
償

還 
0 0 0 0 0 0 

養育費 2 0.7 17 4.5 3 1.4 
公 的 
年 金 0 0 1 0.3 0 0 

その他 2 0.7 2 0.5 2 1.0 
児童扶
養手当 0 0 5 1.3 3 1.4 

計 81 26.5 160 42.7 116 54.0 
生 活 
保 護 0 0 0 0 0 0 

 

 

児 

 

 

童 

養 育 0 0 1 0.3 1 0.5 税 金 0 0 0 0 0 0 

教 育 0 0 0 0 0 0 その他 0 0 1 0.3 4 1.8 

非 行 0 0 0 0 0 0 計 224 73.2 213 57.0 97 45.0 

就 職 0 0 0 0 0 0 

そ 

 

の 

 

他 

売 店 
設 置 0 0 0 0 0 0 

その他 1 0.3 0 0 1 0.5 
たばこ
販 売 0 0 0 0 0 0 

計 1 0.3 1 0.3 2 1.0 
母子世
帯向け
公営住
宅 

0 0 0 0 0 0 
 

母子福
祉施設
の利用 

0 0 0 0 0 0 

母子生
活支援 
施設 

0 0 0 0 0 0 

計 
0 0 0 0 0 0 

合    計 306 100 374 100 215 100 
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（２）母子・父子家庭自立支援給付金の支給 
母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得等を支援するため給付金等を支給し、母子家庭

の母又は父子家庭の父の雇用の安定及び就業の促進を図る。    
（所管区域：幸田町） 

区    分 支  給  内  容 支  給  額 

自立支援教育訓練 
給 付 金 

母子家庭の母又は父子家庭の父が、

経済的自立のために雇用保険制度

の教育訓練給付金の指定教育訓練

講座等を受講した場合、教育訓練修

了後に支給 

対象講座受講費用の 6 割相当

額を支給（雇用保険法に基づ

く教育訓練給付金の支給を受

けている場合は、その額を差

し引いた額を支給） 
 

一般教育訓練給付金または 
特定一般教育訓練給付金の 
対象講座を受講する場合は、 
上限 20 万円までを支給 
専門実践教育訓練給付金の 
対象講座を受講する場合は、

上限 40 万円×修学年数 

（上限 160 万円）までを支給 

共に 1 万 2 千円以下は不支給 

高等職業訓練促進 
給 付 金 

就職に有利な資格取得を目指す母

子家庭の母、又は父子家庭の父の訓

練中の生活の安定を図るため、1 年

以上（令和 3 年 4月 1 日から令和 6

年 3 月 31 日までに修業を開始する

場合には、6 月以上）養成機関で修

業する場合に、修業期間の全期間

（上限 4年）において支給 

市町村民税非課税世帯 

100,000 円(月額) 

養成課程修了までの最後の 12 ヶ月 

140,000 円（月額） 

市町村民税課税世帯 

70,500 円(月額) 

養成課程修了までの最後の 12 ヶ月 

110,500 円（月額） 

高 等 職 業 訓 練 
修 了 支 援 給 付 金 

 

就職に有利な資格取得を目指す母

子家庭の母、又は父子家庭の父が 1

年以上（令和 3 年 4 月 1日から令和

6 年 3 月 31 日までに修業を開始す

る場合には、6 月以上）養成機関で

修業する場合に、入学時における負

担を考慮し生活の負担の軽減を図

るため訓練修了後に支給 

市町村民税非課税世帯 

50,000 円 

市町村民税課税世帯 

25,000 円 

  所得制限：児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること。 
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（３）ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金の支給 

    高等学校を卒業していない（中退を含む）ひとり親家庭の親及び児童が、高等学校卒業

程度認定試験の合格を目指す場合に給付金を支給し、安定した就業につながるよう支援す

る。 
                                 （所管区域：幸田町） 

区    分 支  給  内  容 支  給  額 
(1) 
受講開始時給付金 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指

すひとり親家庭の親及び児童が、対象講

座の受講を開始した際に支給 

対象講座の受講開始費

用の 4 割相当額 
（上限：通学制 20 万円、 
通信制 10万円） 

(2) 
受講修了時給付金 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指

すひとり親家庭の親及び児童が、対象講

座の受講を修了した際に支給 

対象講座の受講費用の

1 割相当額 
（(1)と(2)の合計で上

限：通学制 25 万円、 
通信制 12万 5 千円） 

(3) 
合 格 時 給 付 金 

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指

すひとり親家庭の親及び児童で、受講修

了時給付金を受けた者が、受講修了日か

ら起算して 2 年以内に高卒認定試験の全

科目に合格した場合に支給 

対象講座の受講費用の

1 割相当額 

（(1)と(2)､(3)の合計

で上限：通学制 30 万円、 
通信制 15万円） 

 

  所得制限：児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること。 
 
（４）母子父子寡婦福祉資金の貸付 

母子･父子家庭及び寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて子どもの福祉を推

進することを目的として各種資金の貸付を行っている。 

<貸付対象者> 

ア 母子福祉資金(事業開始：昭和28年度) 

① 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子（母子家庭の母） 

② ①が扶養している子 

③ 20歳未満の父母のない児童 

   イ 父子福祉資金(事業開始:平成26年度) 

    ① 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子(父子家庭の父) 

    ② ①が扶養している子 

ウ 寡婦福祉資金(事業開始：昭和44年度) 

      ① かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者の

ない女子（寡婦） 

② ①が扶養している子 

③ 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外のもの 
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（貸付金の種類）                         （令和6年4月1日現在） 

資金の種類 
貸付対象 

資金の内容 貸付限度額(円) 
据 置 

期 間 

償還期間 

( 以 内 ) 
利 息 

母子 父子 寡婦 

事業開始資金 母 父 本人 
事業を開始するのに必要な設備、材
料、商品等の購入資金 

3,470,000 

複数の母子家庭の母等が共同して起
業する場合  5,220,000 

1年 7年 保証人有 

無利子 

・ 

保証人無

年1.0% 

 

事業継続資金 母 父 本人 
現在営んでいる事業を継続するための運
転資金又は拡張資金 1,740,000 6か月 7年 

技能習得資金 母 父 本人 

事業開始、就職のために必要な知識、技能
を習得するために必要な授業料、材料費、
交通費等の資金、又は高等学校に修学する
場合に必要な資金(5年以内) 

(月額) 68,000 

特別  一括 816,000 
運転免許 460,000 

1年 20年 

就職支度資金 

母 父 本人 

就職するために必要な被服、身の回り品等
の購入資金 

105,000 
(特別 340,000) 1年 6年 

児童等児童等  

原則 

保証人有

無利子 

住 宅 資 金 母 父 本人 

現在住んでいる住宅を増、改築及び補修す
るために必要な資金、又は自ら居住する住
宅の建設・購入するために必要な資金 

1,500,000 
(特別 2,000,000) 

6か月 
6年 

(特別7年) 

保証人有 

無利子 

・ 

保証人無

年1.0% 

 

転 宅 資 金 母 父 本人 
住居の移転に伴う敷金、権利金等の一時金
にあてるための資金 

260,000 6か月 3年 

医療介護資金 
母 

又は 

児童等

父 

又は 

児童等 
本人 

医療及び介護を受けるのに必要な資金の
自己負担分等にあてるための資金 
(介護分については､償還払いの際の一時立て替え経費を含む) 

医療 340,000 
(特別 480,000) 
介護 500,000 

6か月 5年 

生 活 資 金 

母 父 本人 

技能習得期間中、医療若しくは介護を受けて
いる期間中、母子家庭若しくは父子家庭にな
って７年未満の生活安定期間中又は失業し
ている期間中(1年以内)の生活資金 

一般(月額) 108,000 
技能(月額) 141,000 
生計中心者ではな

い場合  72,000 
6か月 

技能   20年 
医療介護  5年 
母子家庭等  8年 
失業    5年 

母 父  

(児童扶養手当受給相当まで収入が減少した
者(家計急変者)) 
児童扶養手当制度における所得制限限度額
未満の所得となってから当該手当が支給さ
れるまでの期間の生活資金 

児童扶養手当 
に準拠した額 10年 

結 婚 資 金 児童等児童等 子等 児童又は子が婚姻するのに必要な資金        320,000 6か月 5年 

修 学 資 金 児童等児童等 子等 
高等学校、大学又は専修学校就学中の学資
等に必要な資金 

別表1・2参照 6か月 20年 

専修一般   5年 原則 

保証人有

無利子 

 

就学支度資金 児童等児童等 子等 
小学校、中学校、高等学校、大学、専修学
校及び修業施設へ入学及び入所する際の
入学資金 

別表3参照 6か月 
(就学)20年 

(修業) 5年 

修 業 資 金 児童等児童等 子等 

事業開始、就職のために必要な知識、技能
を習得するのに必要な授業料、材料費、交
通費等の資金（修業施設在学生） 

(月額) 68,000 
  (特別 460,000) 1年 20年 

(注)１ 特別貸付の適用基準 

(1) 住宅資金・・・・・・災害時により特に必要と認められる場合及び老朽等により増改築を行う場合 

(2) 医療介護資金・・・・所得税非課税世帯 

   (3) 技能習得資金・・・・年度初め等に必要額が貸付限度額の月額を超える場合又は自動車運転免許取得の場

合 

   (4) 修業資金・・・・・・高校3年在学時に就職を希望する児童で、就職に際し自動車運転免許の取得が必要な

場合 

   (5) 就職支度資金・・・・通勤のために自動車が必要であると認められる場合 

 

  ２ 加   算 

   修学資金・修業資金・・・高等学校に就学中の児童が、18歳に達する日以後の最初の3月31日に達したことによ

り、児童扶養手当等の給付を受けることができなくなった場合は、児童扶養手当相当

額 
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別表１ 修学資金限度額表(年収900万円以下)                （単位：円） 
 1年 2年 3年 4年 5年 

修学資金 

高 等 学 校 

専修学校(高等課程) 

国公立 
自 宅 27,000 27,000 27,000   

自宅外 34,500 34,500 34,500   

私 立 
自 宅 45,000 45,000 45,000   

自宅外 52,500 52,500 52,500   

高 等 専 門 学 校 

国公立 
自 宅 31,500 31,500 31,500 67,500 67,500 

自宅外 33,750 33,750 33,750 76,500 76,500 

私 立 
自 宅 48,000 48,000 48,000 98,500 98,500 

自宅外 52,500 52,500 52,500 115,000 115,000 

短 期 大 学 

国公立 
自 宅 67,500 67,500    

自宅外 96,500 96,500    

私 立 
自 宅 93,500 93,500    

自宅外 131,000 131,000    

専 修 学 校 

( 専 門 課 程 ) 

国公立 
自 宅 67,500 67,500    

自宅外 78,000 78,000    

私 立 
自 宅 89,000 89,000    

自宅外 126,500 126,500    

大   学 

国公立 
自 宅 71,000 71,000 71,000 71,000  

自宅外 108,500 108,500 108,500 108,500  

私 立 
自 宅 108,500 108,500 108,500 108,500  

自宅外 146,000 146,000 146,000 146,000  

大  学  院 
修士課程 － 132,000 132,000    

博士課程 － 183,000 183,000 183,000   

専 修 学 校 

( 一 般 課 程 ) 
－ － 54,000 54,000    

 

※ 新制度による支援が受けられる場合の限度額(以下「新制度調整後限度額」) 

(別表１・２共通) 

 新制度調整後限度額 

＝別表の限度額－(新制度による授業料等の減免額／12＋給付型奨学金の給付月額) 

(別表３) 

 新制度調整後限度額 

＝別表３限度額－新制度による授業料等の減免額や給付型奨学金給付額 
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別表２ 修学資金限度額表(年収900万円超)                 （単位：円） 
 1年 2年 3年 4年 5年 

修学資金 

高 等 学 校 

専修学校(高等課程) 

国公立 
自 宅 27,000 27,000 27,000   

自宅外 34,500 34,500 34,500   

私 立 
自 宅 45,000 45,000 45,000   

自宅外 52,500 52,500 52,500   

高 等 専 門 学 校 

国公立 
自 宅 31,500 31,500 31,500 67,500 67,500 

自宅外 33,750 33,750 33,750 76,500 76,500 

私 立 
自 宅 48,000 48,000 48,000 89,000 89,000 

自宅外 52,500 52,500 52,500 102,500 102,500 

短 期 大 学 

国公立 
自 宅 67,500 67,500    

自宅外 86,500 86,500    

私 立 
自 宅 86,500 86,500    

自宅外 110,500 110,500    

専 修 学 校 

( 専 門 課 程 ) 

国公立 
自 宅 67,500 67,500    

自宅外 77,500 77,500    

私 立 
自 宅 84,500 84,500    

自宅外 108,500 108,500    

大   学 

国公立 
自 宅 69,500 69,500 69,500 69,500  

自宅外 92,500 92,500 92,500 92,500  

私 立 
自 宅 95,000 95,000 95,000 95,000  

自宅外 121,000 121,000 121,000 121,000  

大  学  院 
修士課程 － 132,000 132,000    

博士課程 － 183,000 183,000 183,000   

専 修 学 校 

( 一 般 課 程 ) 
－ － 54,000 54,000    

 

別表３ 就学支度資金限度額表                      （単位：円） 

就学支 

度資金 

(ｱ) 小学校 64,300 

(ｲ) 中学校 81,000 

(ｳ) 高等学校 

     専修学校(高等課程) 

 国公立 私 立 

自 宅 150,000 410,000 

 自宅外 160,000 420,000 

(ｴ) 大学、短期大学 

高等専門学校 

   専修学校(専門課程) 

自 宅 410,000 580,000 

自宅外 420,000 590,000 

(ｵ) 大学院 ― 380,000 590,000 

(ｶ) 専修学校(一般課程) 
自 宅 150,000 

自宅外 160,000 

修業施設に入所する場合 

中学卒業者  … 上記(ｳ)の国公立又は(ｶ)に準ずる 

高等学校卒業生… 自宅   272,000   

 自宅外  282,000 
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貸付状況 

区分 貸付資金区分 
3 年度 4 年度 5 年度 

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 

 

母子父子

寡婦福祉

資金 

 

事業開始資金 

件 

0 

円 

0 

件 

0 

円 

0 

件 

0 

円 

0 

事業継続資金 0 0 0 0 0 0 

技能習得資金 1 816,000 0 0 0 0 

就職支度資金 0 0 0 0 0 0 

住 宅 資 金 0 0 0 0 0 0 

転 宅 資 金 0 0 0 0 1 222,492 

医療介護資金 0 0 0 0 0 0 

生 活 資 金 0 0 0 0 0 0 

結 婚 資 金 0 0 0 0 0 0 

修 学 資 金 9 6,241,248 5 4,050,000 5 3,462,000 

就学支度資金 1 580,000 2 990,000 2 1,160,000 

修 業 資 金 0 0 0 0 0 0 

合       計 11 7,637,248 7 5,040,000 8 4,844,492 
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（５）児童扶養手当の支給 ［事業開始 昭和３６年度 （父子家庭は平成 22 年８月分から）］ 

   父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄

与するため、当該児童について手当を支給し児童の福祉の増進を図る。 

（所管区域：額田郡幸田町）  

 

ア 支給要件等 

    次のいずれかに該当する１８歳以下（１８歳に達した日の属する年度の末日まで）の児 

童又は２０歳未満で政令で定める程度の障害を有する児童を監護又は養育している者。 

ただし、児童が児童福祉施設等に入所しているときなどは、支給されない。（公的年金等

を受給する場合、児童扶養手当より低額の公的年金給付等を受給する場合には、その差額

分が支給される。） 

・父母が婚姻を解消した児童 

・父又は母が死亡した児童 

・父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 

・父又は母の生死が明らかでない児童 

・父又は母に引き続き１年以上遺棄されている児童 

・父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童 

・父又は母が引き続き１年以上拘禁されている児童 

・婚姻によらないで生まれた児童 

・上記に準ずる児童 

  

イ 所得制限 

    支給要件に該当する場合であっても、受給資格者本人及び扶養義務者等の前年の所得（１

月から 10月までの手当については前々年の所得）が政令で定める額以上のときは、手当の

全部又は一部が支給されない。 

［所得の限度額］（政令で定める額）           （令和 6年 11 月 1日から） 

扶養親族等の数 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人以上 

受  給 

資格者 

全部支給 690 千円 1,070 千円 1,450 千円 1,830 千円 1 人増すごとに 380 千円加算 

一部支給 2,080 千円 2,460 千円 2,840 千円 3,220 千円 〃 

扶養義務者等 2,360 千円 2,740 千円 3,120 千円 3,500 千円 〃 

  

  ウ 手当額（月額）                    （令和 6 年 11 月 1 日から） 

区 分 児童 1 人の場合 児童 2 人の場合 
児童 3 人以上の場合 

（児童 1人増すごとに） 

全部支給者 45,500 円 56,250 円 10,750 円加算 

一部支給者 45,490 円～10,740 円 56,230 円～16,120 円 10,740 円～5,380 円加算 

  ※ 受給資格者が父又は母である場合、支給開始月から５年又は支給要件該当月から７年を

経過したとき、手当額（所得制限により支給停止となった後の額）の２分の１が支給停

止（10円未満の端数は切捨て）となる。ただし、適用除外事由のある場合（①就業して

いる②求職活動をしている③就業することが困難な事由があるなど）は、支給停止とは

ならない。 
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エ 支給時期   

年６回（５月、７月、９月、11 月、1 月、３月） 

   

  オ 受給者数         （令和 6年 3 月 31 日現在） 

受給者数 全部支給停止者数 計 

164 人 46 人 210 人 

   

（６）遺児手当の支給［事業開始 昭和４５年度＜県単事業＞］ 

    両親又は片親がいない状態若しくは重度の障害等の状態にある家庭の児童を監護又は養

育している者に手当を支給し、児童の健全育成と福祉の増進を図る。 

（所管区域：岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田町） 

  

ア 支給要件等 

    県内に住所があり、次のいずれかに該当する１８歳以下（１８歳に達した日の属する年

度の末日まで）の児童を監護又は養育している者。 

ただし、受給資格者が公的年金等（老齢福祉年金を除く）を受け取ることができるとき、

児童が児童福祉施設等に入所しているときなどは、支給されない。 

・父又は母が死亡した児童 

・父又は母が障害の状態にある児童 

・父母が婚姻を解消した児童 

・父又は母が引き続き１年以上行方不明である児童 

・父又は母が引き続き１年以上遺棄している児童 

・父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

・婚姻によらないで生まれた児童 

・その他上記に準ずる状態にある児童（知事の定めるもの） 

  

 イ 所得制限 

        支給要件に該当する場合であっても、受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得（１月

から１０月までの手当については前々年の所得）が規則で定める額以上のときは、手当の

全部が支給されない。 

[所得制限]（規則に定める額）                       （令和 6年 11 月 1 日から） 

扶養親族等の数 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人以上 

受給資格者 2,080 千円 2,460 千円 2,840 千円 3,220 千円 
1人増すごとに 
380 千円加算 

扶養義務者等 2,360 千円 2,740 千円 3,120 千円 3,500 千円    〃 

 

ウ 支給時期   

年６回（５月、７月、９月、11 月、１月、３月） 
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エ 手当月額（児童１人当たり）（平成 25 年 4月 1 日から） 

支給開始～３年目まで  ４，３５０円 

４年目～５年目（半額） ２，１７５円 

６年目以降     ０円 

  

オ 受給者数及び支給対象児童数           （令和 6 年 3月 31 日現在） 

市    名 受 給 者 数 児  童  数 町    名 受 給 者 数 児  童  数 

 

岡  崎  市 

人 

945 

人 

1,517 

 

幸  田  町 

人 

105 

人 

171 

碧  南  市 211 324 （町  計） 105 171 

刈  谷  市 362 583    

安  城  市 507 831    

西  尾  市 475 769    

知  立  市 173 286    

高  浜  市 144 209    

（市  計） 2,817 4,519 合     計 2,922 4,690 
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・困難な問題を抱える女性の相談･支援に関すること 

                 女性相談支援員(3 名) ・ＤＶケースの相談・支援に関すること 

・女性福祉に関すること 

６ 女性相談支援センター西三河駐在室 

（所管区域：岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田町） 

  

  売春防止法（昭和 31年法律第 118 号）第 34 条に基づき昭和 32年 1 月に駐在室が設置され、

管内市町の要保護女子の発見、面接等を行ってきた。また、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）第 3 条第 3 項に基づく「配偶者暴力相談

支援センター」として相談等支援を行っている。令和 6 年度からは、「困難な問題を抱える女

性への支援に関する法律（令和 4 年法律第 52 号）」第 9 条第 3 項に規定する「女性相談支援

センター」として、困難な問題を抱える女性への支援を行う中枢機関としての役割を担う。 

   

（１）職員の配置状況 

   現職員数 3 名（兼務）、非常勤職員数 3 名 

（２）組織図  

センター長    次長兼    課長補佐        

（室 長）   地域福祉課長     

                        

 （３）面接相談主訴別(内容別)件数  

区      分 
3 

年度 
4 

年度 
5 

年度 区    分 
3 

年度 
4 

年度 
5 

年度 

人 

 

 

間 

 

 

関 

 

 

係 

夫 

等 

夫 等 の 暴 力 45 52 74 住 居 問 題 0 0 0 

薬物中毒・酒乱 0 0 0 帰 住 先 な し 0 0 0 

離 婚 問 題 1 5 6 経 

済 

関 

係 

生 活 困 窮 0 0 0 

そ の 他 13 20 19 借金サラ金 0 0 0 

子 

ど 

も 

子どもの暴力 1 0 2 求 職 0 0 0 

養 育 不 能 0 0 0 そ の 他 0 0 0 

そ の 他 6 0 1 
医 

療 

関 

係 

病 気 0 0 0 

親 

族 

親 の 暴 力 6 4 4 精神的問題 0 0 0 

その他の親族の
暴 力 

0 1 0 妊娠・出産 0 0 0 

そ の 他 0 0 4 そ の 他 0 0 0 

交
際
相
手 

生活本拠共の 

交際相手の暴力 
0 0 0 不 純 異 性 交 遊 0 0 0 

交際相手の暴力 0 0 0 売 春 強 要 0 0 0 

同性間の交際相
手 の 暴 力 

0 0 0 ヒモ・暴力団関係 0 0 0 

そ の 他 4 0 0 ５ 条 関 係 0 0 0 

家 庭 不 和 0 0 3 人 身 取 引 0 0 0 

その他の者の暴力 0 0 0 ス ト ー カ ー 0 0 0 

男 女 問 題 0 0 0     

そ の 他 1 0 1 小 計 0 0 0 

小  計 77 82 114   合 計 77 82 114 
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（４）電話相談主訴別(内容別)件数 

区      分 
3 

年度 
4 

年度 
5 

年度 
区    分 

3 
年度 

4 
年度 

5 
年度 

人 

 

 

間 

 

 

関 

 

 

係 

夫 

等 

夫 等 の 暴 力 23 29 34 住 居 問 題 1 2 2 

薬物中毒・酒乱 0 0 0 帰 住 先 な し 0 0 3 

離 婚 問 題 29 34 9 

経 

済 

関 

係 

生 活 困 窮 0 0 0 

そ の 他 57 39 41 借 金 サ ラ 金 0 0 0 

子 

ど 

も 

子どもの暴力 0 1 2 求 職 2 1 0 

養 育 不 能 0 0 0 そ の 他 3 1 1 

そ の 他 34 19 33 
医 

療 

関 

係 

病 気 0 0 0 

親 

 

族 

親 の 暴 力 2 4 4 精 神 的 問 題 0 2 0 

その他の親族の
暴 力 

0 0 1 妊 娠 ・ 出 産 0 0 0 

そ の 他 40 39 28 そ の 他 1 0 1 

交

際

相

手 

生活本拠共の 

交際相手の暴力 
2 2 0 不 純 異 性 交 遊 0 0 0 

交際相手の暴力 1 1 1 売 春 強 要 0 0 0 

同性間の交際相
手 の 暴 力 

0 0 0 ヒモ・暴力団関係 0 0 0 

そ の 他 13 6 9 ５ 条 関 係 0 0 0 

家 庭 不 和 0 0 0 人 身 取 引 0 0 0 

その他の者の暴力 0 0 0 ス ト ー カ ー 0 0 0 

男 女 問 題 4 1 3 小  計 7 6 7 

そ の 他 134 97 129 合  計 346 278 301 

小   計 339 272 294  

                       

（５）ＤＶ相談証明書及び保護命令手続支援の状況 

   ＤＶ被害者に対し、住民基本台帳及び年金事務所での年金番号の閲覧制限等の手続きに必

要な「ＤＶ相談証明書」の交付や生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、Ｄ

Ⅴ被害者が裁判所に申立てる「保護命令」に対する書類作成の支援を行っている。 

    

 区   分 3 年度 4 年度 5 年度 

ＤＶ相談証明書   24 件   21 件   22 件 

保護命令 支援  0 件  0 件  0 件 
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７ 家庭児童相談室 

 

昭和 39年 4 月 1日に各福祉事務所に家庭児童相談室が設置されて以来、家庭児童の福祉向 

上を図るため、児童委員、学校、保育所、児童相談所（児童育成課）、保健所等関係機関と連絡

を密にし、管内の町の要保護家庭の発見に努め、家庭における児童の養育上の諸問題について、

家庭相談員が相談指導にあたっている。（所管区域：幸田町） 

 

（１）職員の配置状況 

現職員数 3 名（兼務）、非常勤職員数 1 名 

 

（２）組織図 

  次長兼地域福祉課長 

  (室 長) 

 

・家庭の児童養育の相談に応じること 

課長補佐    社会福祉士  家庭相談員 ・要保護児童家庭の訪問指導を行うこと 

(室次長)             (1 名)   ・家庭児童問題の実態調査を行うこと 

・その他必要な相談、指導に応じること 

 

（３）家庭相談員相談指導延件数 

区 分 3 年度 4 年度 5 年度 

性 格 ・ 生 活 習 慣 等 18 16 18 

知 能 ・ 言 語 2 3 6 

学 校 生 活 等 1 2 1 

非 行 0 0 0 

家 族 関 係 15 137 16 

環 境 福 祉 0 0 0 

障 害 1 1 5 

そ の 他 2 0 3 

計 39 159 49 

 
 

 

                         



- 27 - 
 

８ 高齢者福祉対策 

 

  平成１２年４月からの介護保険制度導入に伴い、老人保健福祉計画と介護保険事業支援計画を

一体化した「愛知県高齢者保健福祉計画」を策定（平成１２年３月）し、介護保険制度の円滑な

実施、施設の整備促進、介護予防と生活支援事業の充実、高齢者の生きがいや社会参加の促進等

の各種施策、事業の積極的な推進を図ってきたところである。（「愛知県高齢者保健福祉計画」

は、平成２４年度から「愛知県高齢者健康福祉計画」、令和３年度から「愛知県高齢者福祉保健

医療計画」として策定） 
令和６年３月に策定した第９期計画では「高齢者の自立と自己実現を地域で支える福祉保健医

療」を基本理念とし、人と人とのつながり・支え合いにより、「高齢者が健康で生きがいをもち、

安心して暮らせる社会の実現」に向け、施策を展開している。 

（１） 介護保険 

    介護保険制度は、介護を要する状態となってもできる限り、自宅で自立した日常生活を営め

るように、真に必要な介護サービスが総合的・一体的に提供され、利用者にとって利用しやす

い仕組みとしたものである。 
令和３年４月制度改正では、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染

症や災害への対応力強化」を図るとともに、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・

重度化防止の取組の推進」、「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可

能性の確保」を図るとされた。 

介護サービス事業者に係る指定指導事務については、平成２４年度に指定都市・中核市へ全

事務が移譲された。その他市町へは、平成２８年度に定員１８人以下の通所介護事業が「地域

密着型通所介護」として移譲され、平成３０年度には介護予防訪問介護及び介護予防通所介護

が市・町が実施する総合事業に移行し、又、居宅介護支援事業が移譲された。 

（所管区域：碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、額田郡幸田町） 

 指定介護保険事業所の状況 
 
〔県指定事業所〕                    （令和６年７月１日現在） 

区 分 訪問介護 
訪問入浴
介 護 

訪問看護 
訪問リハビリ

テーション 

居宅療養
管理指導 

通所介護 
通所リハビリ

テーション 

短期入所
生活介護 

介 護 130 7 621（90） 534 1,031 129 37 43 

介護予防 － 6 615（85） 533 1,031 － 36 42 

区 分 
短期入所
療養介護 

特定施設入居

者生活介護 

福祉用具
貸 与 

特定福祉
用具販売 

介護老人
福祉施設 

介護老人
保健施設 

介護療養型 

医 療 施 設 

介 護 
医 療 院 

介 護 20 10 26 25 30 17 0 3 

介護予防 19 9 25 25 － － － － 

注）訪問看護の（ ）は訪問看護ステーション（医療みなし以外）の再掲 

〔参考：市町指定事業所〕                （令和 6年７月１日現在） 

区 分 

定期巡回・

随時対応

型訪問介

護 看 護 

夜 間 対

応 型 訪

問介護 

認 知 症

対 応 型

通 所 介

護 

小 規 模

多 機 能

型 居 宅

介護 

認知症対

応型共同

生活介護 

地 域 密

着 型 通

所介護 

地域密着

型特定施

設入居者

生活介護 

地域密着型

介護老人福

祉施設入所

者生活介護 

介護予

防支援 

居宅介

護支援 

介 護 5 2 7 17 54 116 4 9 － 127 

介護予防 － － 6 13 53 － － － 37 － 
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（２）高齢者福祉保健医療計画の推進 

 西三河南部東圏域保健医療福祉推進会議（西尾保健所主催）、西三河南部西圏域保健医療福 
祉推進会議（衣浦東部保健所主催）において、当センターは西三河南部東及び西圏域におけ 
る介護保険施設等の整備計画推進に向けて、意見聴取及び調整を行っている。指定等を受け 
ようとする社会福祉法人、医療法人及び営利法人等から提出のあった事前相談票について、 
当該市町の介護保険事業計画における利用見込量の範囲内であるかどうかの確認及びその他 
参考意見を求めた上で協議し、介護保険施設等の整備計画の承認を得ている。 

     
  〈主な協議事項〉 
    介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入

居者生活介護（有料老人ホームなど）の整備 
   
   西三河南部東圏域介護保険施設等の承認状況（定員数）【既設除く】  

 （令和６年３月３１日現在）（単位：人） 
 

介 護 老 人 
福 祉 施 設 

介 護 老 人 

保 健 施 設 
介護医療院 

特定施設入居者生活介護 

養護老人 

ホ ー ム 
軽費老人 

ホ ー ム 

有料老人

ホ ー ム 

サービス付

き高齢者向

け 住 宅 

岡 崎 市 0 0 0 0 0 0 0 
幸 田 町 0 100 0 0 0 0 0 

計 0 100 0 0 0 0 0 
注：地域密着型を除く 

   

   西三河南部西圏域介護保険施設等の承認状況（定員数）【既設除く】   

（令和６年３月３１日現在）（単位：人） 
 

介 護 老 人 
福 祉 施 設 

介 護 老 人 

保 健 施 設 
介護医療院 

特定施設入居者生活介護 

養護老人 

ホ ー ム 
軽費老人 

ホ ー ム 

有料老人 

ホ ー ム 

サービス付

き高齢者向

け 住 宅 

碧 南 市 0 0 0 0 0 0 0 
刈 谷 市 0 0 0 0 0 0 0 
安 城 市 120 0 0 0 0 0 0 
西 尾 市 0 0 0 0 0 0 0 
知 立 市 0 0 0 0 0 0 0 
高 浜 市 0 0 0 0 0 0 0 

計 120 0 0 0 0 0 0 
注：地域密着型を除く 
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（３）介護員養成研修事業の指定事務 

介護員とは、都道府県知事あるいは都道府県知事の指定を受けた介護員養成研修事業者の行

う研修の課程を修了し、修了証明書の交付を受けた者である。 

（所管区域：岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、

額田郡幸田町） 

指定事業者の状況                         (令和 6 年７月１日現在) 

課程 目的 修行年限 カリキュラム 
指 定 事
業者 

介護職員初任者

研修課程 

(平成 25 年度

開始） 

介護に携わる者が、業務を遂行する

上で最低限の知識・技術とそれを実

践する際の考え方のプロセスを身

につけ、基本的な介護業務を行うこ

とができるようにすることを目的

として行う。 

おおむね

8 か月以

内 

130 時間＋修了評

価（1 時間程度の 

筆記試験） 

 

講義と演習を一体

的に実施する。 

12 

生活援助従事者

研修課程 

(平成 30 年度

開始) 

生活援助中心型のサービスに従事

する者の裾野を広げるとともに、担

い手の質を確保できるようにする

ため、生活援助中心型のサービスに

従事する者に必要な知識等を取得

することを目的として行う。 

おおむね

4 か月以

内 

59時間＋修了評価 

（0.5 時間程度の 

筆記試験） 

 

講義と演習を一体

的に実施する。 

  0 
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９ 障害者（児）福祉対策 

障害者施策は、昭和 45 年に成立した「心身障害者対策基本法」（平成５年「障害者基本法」

に改正）を基本とし、昭和 50 年の「障害者の権利宣言」、昭和 56 年の「国際障害者年」、昭和

58 年から平成４年の「国連障害者の十年」、さらには平成 19 年の「障害の社会モデル」の考え

方が示された「障害者権利条約」の署名（平成 26 年批准）を経て、「完全参加と平等」を目標に

推進されてきた。 

平成 18 年には「障害者自立支援法」（平成 25 年「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（障害者総合支援法）」に改正）が施行され、これまで身体・知的・精神障

害といった障害種別ごとにそれぞれ異なる法律に基づいて提供されていた居宅介護・施設入所

等の障害福祉サービスや公費負担医療等について、障害種別を越えて共通の制度の下で一元的

に提供する仕組みが創設された。 

本県では、平成 25 年６月に制定された「障害者差別解消法（平成 28 年４月施行）」について

広く県民に周知し、県民各層の差別の解消推進の機運を高め、県民一体となって障害を理由と

する差別の解消の推進を図るため、平成 27 年 12 月に「愛知県障害者差別解消推進条例」を制

定した。 

また、障害者のための施策に関する基本的な計画として、これまで本県は障害者計画及び障

害福祉計画（障害児福祉計画を含む）を別々に策定してきたが、令和３年３月に、障害福祉に関

する総合的な計画として、より実効性の高い計画とするため、両計画を一体的に策定した計画

である「あいち障害者福祉プラン 2021－2026」を策定した。（令和６年３月改訂） 

このプランは、第４期愛知県障害者計画として、中期的、横断的・重点的な取組の方向性を示

すとともに、第６・７期愛知県障害福祉計画（第２・３期愛知県障害児福祉計画を含む）とし

て、愛知県障害者計画における障害福祉サービス等の提供に関する取組を具体化するものであ

り、全ての県民が、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、障害の

有無によって分け隔てられることなく、多様性を認め合い、相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する地域社会の実現を目指している。 

 

（１）西三河南部（東・西）障害保健福祉圏域会議の設置 

 障害保健福祉圏域における障害者等の相談支援体制等に関する課題や情報の共有、課題の 

解決に向けた検討及び障害福祉計画の検証と策定支援を行うため、西三河南部東障害保健福 

祉圏域（岡崎市・幸田町）と西三河南部西障害保健福祉圏域（碧南市･刈谷市･安城市･西尾 

市･知立市･高浜市）にそれぞれ会議を設置している。 

  〔主な検討事項〕 

・ 地域の相談支援体制に関すること。 

・ 市町自立支援協議会の運営に関すること。 

・ 障害福祉計画及び障害児福祉計画における圏域の障害福祉サービス等の基盤整備に関す

ること。 

・ 地域のネットワーク構築に関すること。 

・ 地域における専門的支援に関すること。 

・ 医療的ケア児の支援に関すること。 
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（２）障害者（児）に対する手当 

 ア 特別障害者手当等の支給〔事業開始 昭和 61 年度〕 

   在宅で常時介護を必要とする重度の障害者に手当を支給し、福祉の推進を図る。  

（所管区域：幸田町） 
  

（ア）特別障害者手当 

精神又は身体に日常生活において常時特別の介護を要する重度の障害を有する 20 歳 

以上の者（施設入所者、長期入院患者を除く）に対し、その重度の障害ゆえに生ずる 

負担の一助として手当を支給することにより福祉の増進を図る。 

                               

ａ 支給要件等                       （令和 6 年 4 月 1 日から） 

支  給  要  件 
手 当 月 額 

国手当 県手当 計 

・身体障害者手帳 2 級程度(一部を除く)以上の障害を

重複して有する者 

・身体障害者手帳 2 級程度(一部を除く)以上の障害又

は知能指数 20 以下の者であって、他に 3 級相当の障

害を 2 つ以上有する者 

・身体障害者手帳 2 級程度(一部を除く)以上の障害又

は知能指数 20 以下若しくはこれと同程度の障害又は

病状を有する者であって、日常生活においてほぼ全面

介護を必要とする者 

   円 

 

 

 

28,840 

円 

Ａ種重度障

害者 

6,850 

円 

Ａ種重度障

害者 

35,690 

Ｂ種重度障

害者 

1,050 

Ｂ種重度障

害者 

29,890 

Ｃ種重度障

害者 

0 

Ｃ種重度障

害者 

28,840 

【参考】 

 国手当支給対象者のうち、障害の程度及び内容に応じて県の手当を加算して支給する。 

Ａ種重度障害者…身体障害者手帳 1～2 級かつ療育手帳ＩＱ35 以下の合併 

  Ｂ種重度障害者…身体障害者手帳 1～2 級又は療育手帳ＩＱ35 以下 

  Ｃ種重度障害者…上記以外 

 

ｂ 所得制限  

 受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得（1 月から 7 月までの手当については前々年）

が政令で定める額を超えるときは、その年度（8月から翌年 7 月まで）は、手当は支給され

ない。             

[政令で定める額]                    （平成 14 年 8 月 1日から） 

扶養親族の数 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人以上 

限 

度 

額 

受 給 

資格者 

円 

3,604,000 

円 

3,984,000 

円 

4,364,000 

円 

4,744,000 

円 

5,124,000 

1 人増すごとに 

380,000 円加算 

扶養義 

務者等 

 

6,287,000 

 

6,536,000 

 

6,749,000 

 

6,962,000 

 

7,175,000 
1 人増すごとに 

213,000 円加算 

 

ｃ 支給時期   

年４回（５、８、１１、２月） 
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ｄ 特別障害者手当受給状況 

区  分 Ａ種重度障害者 Ｂ種重度障害者 Ｃ種重度障害者 計 

令和 4 年 3 月 31 日 10 人 25 人 0 人 35 人 

令和 5 年 3 月 31 日 10  25  0  35  

令和 6 年 3 月 31 日 9  25   0  34  

 

（イ）障害児福祉手当〔事業開始 昭和 61 年度〕 

     精神又は身体に重度の障害を有する 20 歳未満（障害を事由とした年金の受給者、施 

設入所者は除く）の者に対し、その重度の障害ゆえに生ずる負担の一助として手当を 

支給することにより福祉の増進を図る。 

     

ａ 支給要件等                      （令和 6年 4 月 1日から） 

支  給  要  件 
手 当 月 額    （円） 

国手当 県手当 計 

・身体障害者手帳１級程度（２級の一部を含む)

の障害を有する者 

・知能指数 20 以下の障害を有する者 

     

15,690 

Ａ種重度障害者

6,900 

Ａ種重度障害者 

22,590 

Ｂ種重度障害者

1,150 

Ｂ種重度障害者

16,840 

Ｃ種重度障害者 

0 

Ｃ種重度障害者 

15,690 

【参考】 

 国手当支給対象者のうち、障害の程度及び内容に応じて県の手当を加算して支給する。 

Ａ種重度障害者…身体障害者手帳 1～2 級かつ療育手帳ＩＱ35 以下の合併 

  Ｂ種重度障害者…身体障害者手帳 1～2 級又は療育手帳ＩＱ35 以下 

  Ｃ種重度障害者…上記以外 

 

ｂ 所得制限 

特別障害者手当と同じ 

 

ｃ 支給時期  

年４回（５、８、１１、２月） 

 

ｄ 障害児福祉手当受給状況 

区  分 Ａ種重度障害者 Ｂ種重度障害者 Ｃ種重度障害者 計 

令和 4 年 3 月 31 日 11 人 16 人 0 人 27 人 

令和 5 年 3 月 31 日 11  15   1  27  

令和 6 年 3 月 31 日 11  16   1  28  
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（ウ）経過的福祉手当 

     従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当に該当せず、かつ障害基

礎年金も支給されない 20 歳以上の者（昭和 61年 3 月 31 日現在）に対し、その重度の障

害ゆえに生ずる負担の一助として手当を支給（施設入所者は除く）することにより福祉

の増進を図る。 

 

ａ 支給要件等                       （令和 6 年 4 月 1 日から） 

支  給  要  件 
手 当 月 額   （円） 

国手当 県手当 計 

・身体障害者手帳１級程度（２級の一部を含む)

の障害を有する者 

・知能指数 20 以下の障害を有する者 

15,690 

Ａ種重度障害者

6,900 

Ａ種重度障害者 

22,590 

Ｂ種重度障害者

1,150 

Ｂ種重度障害者

16,840 

Ｃ種重度障害者

0 

Ｃ種重度障害者 

15,690 

【参考】 

 国手当支給対象者のうち、障害の程度及び内容に応じて県の手当を加算して支給する。 

Ａ種重度障害者…身体障害者手帳 1～2 級かつ療育手帳ＩＱ35 以下の合併 

  Ｂ種重度障害者…身体障害者手帳 1～2 級又は療育手帳ＩＱ35 以下 

     Ｃ種重度障害者…上記以外 

 

ｂ 所得制限 

特別障害者手当と同じ 

 

ｃ 支給時期  

年４回（５、８、１１、２月） 

 

ｄ 経過的福祉手当受給状況 

区  分 Ａ種重度障害者 Ｂ種重度障害者 Ｃ種重度障害者 計 

令和 4 年 3 月 31 日 0 人 0 人 0 人 0 人 

令和 5 年 3 月 31 日 0  0  0  0  

令和 6 年 3 月 31 日 0  0  0  0  
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イ 特別児童扶養手当の支給［事業開始 昭和３９年９月］ 

    家庭において精神又は身体に障害のある児童を監護又は養育している者に手当を支給し、 

その障害児の福祉の増進を図る。 

（所管区域：岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田町） 
 

（ア）支給要件等 

     次のいずれかに該当する児童（障害を事由とした年金の受給者、児童福祉施設等の入

所者は除く）を監護又は養育している者  

                              （令和 6 年 4月 1 日から） 

区             分 手当月額 

重度の障害のある

20 歳未満の児童 

１級 

該当児 

ＩＱ35 以下（療育手帳Ａ（愛護手帳１・２

度））程度 又は 

身体障害者手帳１・２級程度の方 

円 

55,350  

中度の障害のある

20 歳未満の児童 

２級 

該当児 

ＩＱ50 以下（療育手帳Ｂ（愛護手帳３度））

程度 又は 

身体障害者手帳３・４（一部）級程度の方 

 

36,860  

 

（イ）所得制限 

     支給要件に該当する場合であっても、受給資格者又は扶養義務者等の前年の所得

（１月から７月までの手当については前々年の所得）が政令で定める額以上のときは、

手当は支給されない。 

［所得の限度額］（政令で定める額）         （平成 14 年 8月 1 日から） 

扶養親族等の数 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人以上 

受給資格者 4,596 千円 4,976 千円 5,356 千円 5,736 千円 1 人増すごとに 380 千円加算 

扶養義務者等 6,287 千円 6,536 千円 6,749 千円 6,962 千円 〃      213 千円加算 

  

（ウ）支給時期  

年３回（４月、８月、１１月） 

 

（エ）受給者数                    （令和 6 年 3月 31 日現在） 

市   名 受給者数 全部支給停止者数 計 町 名 受給者数 全部支給停止者数     計 

 
岡 崎 市 

人 
 920 

人 
172 

人
1,092 

 
幸 田 町 

人 
112 

  人 
   28 

人
140 

碧 南 市 233 21 254 （町  計）  112 28  140 

刈 谷 市  295 65 360     

安 城 市 353 80 433     

西 尾 市 488 79 567     

知 立 市 153 32 185     

高 浜 市 119 19 138     

（市  計） 2,561 468 3,029 合   計 2,673 496 3,169 
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ウ 在宅重度障害者手当の支給［事業開始 昭和４５年度＜県単事業＞］ 

    在宅の重度障害者の福祉の増進を図るため、手当を支給（施設入所者、長期入院患者、

特別障害者手当等受給者は除く）する。 

（所管区域：岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田町） 

  

（ア）支給要件等 

支給対象者及び手当額                 （平成 25 年 4月分から） 

区             分 手 当 年 額 

１種重度

障害者 

 １級又は２級の身体障害者手帳を有し、かつ療育手

帳を有する者で、その判定区分の知能指数が 35 以下

と判定された者 

186,000 円 

(月額 15,500 円)

２種重度

障害者 

・１級又は２級の身体障害者手帳を有する者 

・知能指数が 35 以下と判定され、療育手帳の交付を

受けた者 

・３級の身体障害者手帳を有し、かつ知能指数が 

50 以下と判定され、療育手帳の交付を受けた者 
 

(注)65 歳以上で新たに障害者となった者は除く 

81,000 円 

(月額 6,750 円)

  

（イ）所得制限 

   受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得（1 月から 7 月までの手当については前々

年）が規則で定める額以上であるときは、その年度（8月から翌年 7月まで）は、手当は

支給されない。 

   [規則で定める額] （平成 14 年 8月 1 日から） 

    受給資格者 3,604,000 円   扶養義務者等 6,287,000 円 

 

（ウ）支給時期  

年３回（４月、８月、12 月） 

 

（エ）受給者数（支給停止者を含む。）      単位：人 （令和 6年 3 月 31 日現在） 

市 名 １ 種 ２ 種 計 町 名 １ 種 ２ 種 計 

岡 崎 市 26 3,175 3,201 幸 田 町 2 338 340 

碧 南 市 9 588 597 （町計） 2 338 340 

刈 谷 市 13 1,098 1,111     

安 城 市 18 1,479 1,497     

西 尾 市 21 1,373 1,394    

知 立 市 4 479 483     

高 浜 市 3 393 396    

（ 市 計 ） 94 8,585 8,679 合  計 96 8,923 9,019 
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（３）心身障害者扶養共済制度 [事業開始 昭和４５年度] 

   心身障害者を扶養する保護者に万一のこと（死亡・重度障害）があったとき、残された心

身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対して保護者の

方が抱く不安の軽減を図ることを目的した共済制度である。 
（所管区域：岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田町） 

   
  掛金・給付金等 

掛  金 １口５，６００円～２３，３００円（加入時の年齢による） 
 

給 付 金 
年金（保護者が死亡等した場合）一口当たり月額２０，０００円  
弔慰金（障害者が死亡した場合） 

一口当たり３０,０００円～２５０,０００円（加入期間による） 
脱退一時金 一口当たり４５,０００円～２５０,０００円（加入期間による） 

加入口数 ２口まで 
 
   加入者及び受給者の状況   （令和６年４月１日現在） 

市 町 加入者数 受給者数 
岡崎市 ８８人 １３７人 
碧南市 ２４  ２９  
刈谷市 ３１  ３５  
安城市 ３０  ４０  
西尾市 ３９  ４０  
知立市 １８  １６  
高浜市 １６  ６  
幸田町 ６  ６  
合 計 ２５２  ３０９  

   
 

   
 
                

                           



第４　保護課（一時保護所）

  1　一時保護所の役割と業務

　に保護するための施設で、児童福祉法第３３条による「児童の一時保護」を行う施設としての 

　機能を有している。

　保護」、そして短期間の心理療法やカウンセリング、生活指導等の「短期入所指導」を行う。

 ２ 一時保護所での生活

年少児童…職員との関わりを通じて、情緒の安定と大人とのより良い関係の築きを体験する。

年長女子　…思春期特有の不安定さを抱えながら、職員との関わりを通して、自身の課題を

年長男子 　 確認していく。また、集団生活を通して相手の気持ちや自分自身を大切にする

   　　  　　  　体験をする。

【保護所日課】

7:00 7:30～9:00 10:00～11:45 12:00 13:30～14:30 15:00～18:00 18:00 19:00～22:00

起床 朝　　食 午前の学習 午後の活動 お や つ 余暇活動

居室片付け 幼児保育 昼食 運　　動 入　　浴 夕食 日　　記

（未就学児は

掃除 体　　操 棟内掃除 　 午　睡）  午後の学習 消　　灯

（自由時間） （年少児童20:00）

 ３　職員の勤務体制

　　職員は、早出（7:00～15：45）、日勤（8:45～17:30）、遅日勤（10:15～19:00）、遅出（12:45

　～21:30）、準夜・深夜勤（16:45～10:15）の勤務体制で保護児童の生活指導にあたっている。

　　また、子どもの権利、子どもの権利を擁護する仕組みを整えながら、子どもの意見や意向を尊

　重した支援ができるよう、子どもの権利擁護についても力を入れている。

　　当一時保護所は４８名の定員として、一時保護ガイドライン等に従い支援を行っている。

　　施設は、１階は年少児童棟（20名）、２階は年長女子棟（14名）、３階は年長男子棟(14名）で

　あり、原則として３歳から１８歳未満の児童が集団生活をしている。

　　日課は起床、朝食、体操、午前の学習（幼児は保育）、昼食、運動、午後の学習、入浴、夕

　食、余暇活動などで、22時に消灯（年少児童は20時）である。子どもに過度な緊張を与えスト

【棟別目標】

　　一時保護所は、児童福祉法第１２条の４に基づき、児童相談所に付設もしくは児童相談所と

　密接な連携が保てる範囲内に設置され、虐待、置去り、非行などの理由により子どもを一時的

　  棄児や家出で適当な保護者がいない場合や、虐待、放任などで家から一時引き離す場合、

　あるいは児童の行動が他人の生命、身体、財産に危害を及ぼす場合などでの「緊急保護」、

　適切かつ具体的な援助方針を決めるための行動観察等を含む総合的な「アセスメント

　　これらの保護の目的を達成するため、必要な最低限の期間の保護を行う。一時保護期間は

　（児童相談所長や知事が必要と認める場合を除き）２か月を超えてはならないとされている。

　レスにならないよう日課を工夫し、一人ひとりの年齢や発達の状況や特性に配慮し、安全で安

　心できる生活が送れるよう生活面でのケアを行っている。
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４　一時保護利用状況

令和３年度　利用状況

　入所人数 　退所人数 延　人　数 １日平均数 虐待のみの延人数

４月 65 36 746 25 564

５月 33 32 951 31 698

６月 37 33 894 30 616

７月 37 39 1,079 35 548

８月 28 29 1,028 33 648

９月 27 27 999 33 586

10月 29 31 951 31 502

11月 28 25 983 33 510

12月 20 25 970 31 519

１月 36 33 853 28 495

２月 25 23 846 30 579

３月 26 35 918 30 655

391 368 11,218 31 6,920

令和４年度　利用状況

　入所人数 　退所人数 延　人　数 １日平均数 虐待のみの延人数

４月 66 40 734 24 424

５月 28 25 977 32 597

６月 35 30 951 32 600

７月 31 31 1,013 33 751

８月 22 31 790 25 679

９月 22 17 866 29 559

１０月 24 28 968 31 670

１１月 30 29 830 28 468

１２月 28 29 809 26 503

１月 31 27 891 29 565

２月 27 26 926 33 627

３月 34 41 894 29 533

378 354 10,649 29 6,976

令和５年度　利用状況

　入所人数 　退所人数 延　人　数 １日平均数 虐待のみの延人数

４月 54 21 788 26 463

５月 16 21 966 31 582

６月 34 36 845 28 572

７月 28 24 921 30 705

８月 34 36 796 26 592

９月 30 30 876 29 578

10月 34 35 880 28 554

11月 32 31 825 28 522

12月 38 33 937 30 598

１月 28 27 979 32 561

２月 21 28 846 29 480

３月 34 34 766 25 507

383 356 10,425 29 6,714
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5 一時保護児童事由別入所・退所状況

令和５年度

上記利用日数

年間利用日数
6,714 3,208 0 172 317 10,42514

0 0 0 1,6241,036 588 0

24

（所内保護分）

退
 
所

　０～　５歳

計

0 2 1

帰 宅

上 記 利 用 日 数

計

　６～１１歳
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児 童 福 祉 施 設
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里 親 委 託

他 の 児 童 相 談
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12
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21
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計

0

4

11

0

0

0

5

19

19

60

9 0

28

56

3

2

10

0

0

00
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101

17

39

123

1

1

12

107

0

4

3

0

1

0

51

5

0

0 51

39

150

0

0 9

0

0

0

0

0

1

2

0
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0

0 3

0

0

4 3

1

252

888

25
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5

31

2
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0 0 0
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16 11
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11
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14
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　１ 児童育成課の業務と役割

　 児童育成課は、児童福祉法（以下、法という。）第１２条に基づく児童相談所の機能を有してお

　  り、その管轄は、岡崎市、西尾市、額田郡幸田町の２市１町である。

 　  児童相談所は、各市町村と連携を図りつつ役割を分担し、子どもに関する問題等について家庭そ

 　の他からの相談に応じ、子どもが有する問題、子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況

 　等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとと

　 もに、その権利を擁護することを主たる目的として設置されている行政機関である。

 　  あらゆる児童家庭相談について児童相談所が対応することとされてきたが、近年、児童虐待相談

　 等の急増により、緊急かつ、より高度な専門的対応が求められる一方で、育児不安等を背景とする

　 身近な子育て相談等は、市町村を始め多様な機関によるきめ細やかな対応が求められている。

 　  こうした状況を踏まえ、平成１６年の法改正により、平成１７年４月から、児童家庭相談に応じ

　 ることを市町村の業務として法律上明確にし、住民に身近な市町村において、虐待の未然防止・早

　 期発見を中心に積極的な取組みを求めつつ、児童相談所の役割を、専門的な知識及び技術を必要と

　 する事例への対応や市町村の後方支援に重点化し、全体として地域における児童家庭相談体制の充

　 実を図ることとされた。

　　 さらに、平成２８年には抜本的な法改正があり、子どもが権利の主体であることが明確化され、

　 家庭と同様の環境における養育の推進や、国・都道府県・市町村の役割が明確にされるなど、法の

　 理念を明確化するとともに、児童の安全確保が迅速・的確に行われるよう、市町村や児童相談所の

　 体制強化が図られた。なお、児童の健康及び心理の発達に関する専門的な知識等を必要とする指導

　 をつかさどる所員として平成２９年度から保健師が配置された。

　　また、児童養護施設や里親などの社会的養護のケアから離れた子ども・若者の自立を支援する職員

　として、令和５年度から自立支援コーディネーターと生活相談員が、令和６年度から就労相談支援職

　員が配置された。

 （１）市町援助

     　市町による児童家庭相談への対応について、市町相互間の連絡調整、市町に対する情報の提供

 　  その他必要な援助を行っている。

 （２）相談

　 　　子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものについ

　   て、必要に応じて子どもの家庭、地域状況、生活歴や発達、性格、行動等について専門的な角度

  　 から総合的に調査、診断、判定（総合診断）し、それに基いて援助方針を定め、自ら又は関係機

  　 関等を活用し、一貫した子どもの援助を行っている。

 （３）一時保護

  　 　必要に応じて子どもを家庭から離して、一時的な保護を行っている。 

 （４）措置

　   　子ども又はその保護者を児童福祉司・児童委員・市町等に指導させ、若しくは子どもを児童福

  　 祉施設等に入所させ又は里親に委託する等の措置を行っている。

 （５）関係機関のネットワーク

　 　  地域の各機関が相互の役割や業務の内容等について正しく理解し、子どもや家庭の問題に対し

  　 共通の認識のもとに一体的な援助活動が行えるよう、市町における要保護児童対策地域協議会運

   　営の支援など、市町とともに関係機関のネットワーク化を推進している。

   　　当センターにおいては、平成１１年から「虐待等関係機関連絡調整会議」を設置し、管内市町

　　 を始めとした関係機関のネットワーク化を図っている。

(単位：回）

5年度 1 1

第５　児童育成課

虐待等関係機関連絡調整会議開催状況

年　　　度 代 表 者 会 議 実 務 者 会 議
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２　相談種別地区別受付状況
（単位：件）
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543 170 61 23 797 667 150 70 21 908 701 201 60 15 977

393 104 25 36 558 343 65 29 25 462 370 64 17 21 472

　  り、その管轄は、岡崎市、西尾市、額田郡幸田町の２市１町である。1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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13 6 3 0 22 13 0 0 0 13 22 5 0 0 27
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64 17 1 1 83 58 29 8 2 97 50 20 6 1 77
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3 0 0 1 4 2 1 0 2 5 2 1 0 2 5

23 7 0 0 30 17 3 1 0 21 14 3 0 0 17
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３　相談種別対応状況
令和5年度（単位：件）

　  り、その管轄は、岡崎市、西尾市、額田郡幸田町の２市１町である。
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４　調査・診断及び心理療法・カウンセリング等の実施状況

診
察
・
指
導

医
学
的
検
査

そ
の
他

知
能
検
査

発
達
検
査

人
格
検
査

そ
の
他
の
検
査

面
接
・
観
察
・
指
導

医
師

児
童
心
理
司
等

児
童
福
祉
司
等

そ
の
他
の
所
員

児 童 4,785 845 462 314 832 143 67 0 508 0 0 788 99 6

（再掲）児童虐待 2,848 532 288 199 47 3 33 0 353 0 0 435 60 4

（ 再 掲 ） 非 行 121 19 13 10 9 2 16 0 41 0 0 62 8 0

保 護 者 11,858 0 0 0 0 0 0 0 1,085 0 0 42 369 2

（再掲）児童虐待 6,555 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 22 201 1

（ 再 掲 ） 非 行 305 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 47 0

そ の 他 26,898 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 51 256 0

（再掲）児童虐待 15,783 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 30 128 0

（ 再 掲 ） 非 行 516 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 12 0

計 43,541 845 462 314 832 143 67 0 1,704 0 0 881 724 8

（再掲）児童虐待 25,186 532 288 199 47 3 33 0 386 0 0 487 389 5

（ 再 掲 ） 非 行 942 19 13 10 9 2 16 0 48 0 0 72 67 0

※医学的診断指導・心理診断指導の児童の件数については保護課（一時保護所）分を含む

令和5年度（単位：件）
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医学的診断指導※ 心理診断指導※



　児童虐待に対応するため、児童・障害者相談センターを中心に早期発見・早期対応及

び介入後のケア・家庭復帰までの総合的な対策を講じるとともに、地域における対応ネ

ットワークの構築を図っている。

ア 関係機関連絡調整会議

Ｐ40参照

イ 被虐待児家庭復帰支援員設置

・目的と内容

　　児童福祉司、児童心理司等と協力し、被虐待児の家庭復帰と家族再統合を図るため、

　情報収集や関係機関の調整、児童及び保護者の心理的評価、治療、家族関係の調整等を

　行う。

・令和５年度の実施状況

　  支援員数：１人

ウ 児童虐待対応弁護士設置

・目的と内容

　　児童虐待相談等に係る法律上の問題や危機介入時の法的なバックアップを行う弁護士

　を配置し、適正かつ効果的な相談援助業務を行う。

・令和５年度の実施状況

    相談件数：２４０件

エ 児童虐待対応精神科医師設置

・目的と内容

　　精神科医師を配置し、被虐待児や虐待を行った保護者等に対するカウンセリングや

　職員に対して保護者指導上のアドバイス等を行う。

・令和５年度の実施状況

　  相談件数：１３件

オ 里親支援事業

・目的と内容

　　里親の養育負担を軽減するため、生活支援や相談支援を行うとともに、里親自身の養

　育技術の向上等を図る。

 ５　児童虐待防止対策について

（1）児童虐待防止対策事業
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ア　相談経路別対応件数
区 分 家 族 親 戚 近隣・知人 本 人 県 市 町 村 児童委員 保 健 所

３ 年 度 55 16 65 11 25 60 1 1

４ 年 度 63 11 84 11 26 56 0 0

５ 年 度 105 14 89 21 14 84 0 0

（単位：件）

医療機関 幼稚園・保育園 施 設 警 察 学 校 等 そ の 他 合 計

8 6 11 470 56 5 807

14 1 10 507 103 2 964

11 1 20 523 95 6 983

（単位：件）

区 分 実 父 実父以外の父親 実 母 実母以外の母親 そ の 他 合 計

３ 年 度 351 40 380 1 18 790

４ 年 度 419 48 413 3 5 888

５ 年 度 467 54 430 7 25 983

ウ　被虐待児の年齢と虐待内容 （単位：件）

身体的虐待性的虐待 心理的虐待ネグレクト合 計

０～２歳 14 3 134 12 163

３歳～６歳 56 2 162 17 237

７歳～12歳 116 7 201 37 361

13歳～15歳 47 4 78 13 142

１６歳以上 30 2 37 11 80

合 計 263 18 612 90 983

エ　対応状況 （単位：件）

区 分 助言指導 継 続 指 導 他機関斡旋 福祉司指導 施設入所 里親委託 そ の 他 合 計

３ 年 度 574 80 11 2 26 2 95 790

４ 年 度 629 106 12 4 13 3 121 888

５ 年 度 708 84 9 4 17 5 156 983

（単位：件）

区 分 岡 崎 市 西 尾 市 幸 田 町 管 外 合 計

３ 年 度 529 170 60 31 790

４ 年 度 674 136 59 19 888

５ 年 度 704 194 68 17 983

カ　年度別対応件数の推移 （単位：件）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

294 435 569 598 764 813 790 888 983

オ　市町別対応件数

（2）児童虐待相談件数等の状況

５年度

イ　主な虐待者

区　　　　分
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　  り、その管轄は、岡崎市、西尾市、額田郡幸田町の２市１町である。

※1 乳児院 乳児を入院させて、養育する。

※2 児童養護施設 保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童（乳児

を除く）を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援する。

※3 児童心理治療施設

環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を短期間入所させ、社

会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行う。

　 家庭と同様の環境における養育の推進や、国・都道府県・市町村の役割が明確にされるなど、法の※4 児童自立支援施設

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由に

より生活指導等を要する児童を入所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導

を行い、その自立を支援する。

７　里親

(１)里親制度

親の病気や離婚、虐待等様々な事情により、家庭で生活できなくなった子どもたちを家庭的な

雰囲気の中で養育する制度であり、児童･障害者相談センターでは、そのような里親を開拓し、

養育を委託している。

本県では、里親制度の普及と里子委託の推進のため、里親同士の交流を図る里親交流促進（里

親サロン）事業、里親をサポートする養育支援（ヘルパー派遣)事業や里親会の育成を図り、里

親に委託可能な児童については、積極的に委託を推進するよう取り組んでいる。

　さらに、平成２８年の大幅な法改正により、家庭と同様の養育環境の推進が掲げられ、里親

開拓から委託児童の自立支援まで、一貫した里親支援が児童相談所の業務として位置づけられた。

(２)里親の種類

22世帯85世帯３年度 25.9%

6 2 41 0 0

4

1824 102 17 0 7 1

26.4%35人

33.0%

５年度 102世帯 27世帯

４年度 94世帯 31世帯 40人

32人

168

受託率（B/A)受託児童数

0

（各年度3月31日現在）

虐待等により心に傷を受けた子ども、非行等の問題を有する子ども、

障害のある子ども等を専門的な知識等を用いて養育

将来、養子縁組を前提とした子どもの養育

2

までの間養育

93

0 0 2

0 0 185

家庭に戻れるまで、または自立するか、18歳（場合によっては20歳）

310 3 6

肢 体

不自由児

施 設

肢

体

不

自

由

児

通

園

施

設

盲

児

ろ

う

あ

施

設

入

所

合

　
　
計

重

症

心

身

障

害

児

施

設

児

童

自

立
支

援

施

設

※

4

里

　
　
親

フ
ァ

ミ

リ
ー

ホ
ー

ム

４年度末措置人員

指

定

医

療

機

関

通

所

区　　　分

乳

児

院

　
　
※

1

児

童

養

護

施

設

※

2

３年度末措置人員 018

15

受託里親数（B)登録里親数（A)

181115

170

６　児童福祉施設等への措置状況

02400600

児

童

心

理

治

療

施

設

　
　
※

3

５年度末措置人員

子どもの扶養義務者及びその配偶者である親族が養育

養育里親･･･････････

専門里親･･･････････

養子縁組里親･･･････

親族里親･･･････････

（単位：人）
知 的

障 害 児

施 設
入

所

通

所

0
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８　療育手帳・証明書等の申請交付状況

(単位：件)

（注１）　特別児童扶養手当、障害児福祉手当、その他は各手当受給のため、又は

　　　　　　　　　 保護者等からの照会による診断書、証明書等の発行数

９　一時保護状況　
令和5年度 （単位：実件数（件）、延日数（日））

(注)養護の(  )内は、虐待の再掲。

養 護 ぐ 犯 ・ 触 法

実件数 延 日 数

5年度

4年度

95

年度

3年度

証明書・診断書等発行件数

実件数

区 分

A判定 B判定 C判定

81

95 2,059

不 登 校 そ の 他

0

合 計

実件数 延 日 数 実件数 延 日 数

3,459
0

実件数 延 日 数

2,081

(56) (1,419) (56) (1,419)

延 日 数

97
一 時 保 護 所 0 0 0

216

2 22

児童福祉施設
216 3,459

(141) (2,620) (141) (2,620)
0 0 0 0 0

16

(12) (12) (12) (12)
1 0 0 0

15

里 親
47 1,009

0 0

16
警 察

15
1 0

47 1,009

(25) (658) (25) (658)
0 0 0 0

0 0そ の 他
43 2,379

0 0
43 2,379

(12) (1,283) (12) (1,283)
0 0

合計

療育手帳交付件数

784

795

778395159224

222

227 161

417152 421

396

105 92 220

特別児童
扶養手当

障害児
福祉手当

その他

222 398

合計

116 89 219 424
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第６ 障害者相談課 

 障害者相談課は、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく更生相談所として、身体障害

者手帳の交付や自立支援医療（更生医療）の要否判定、補装具の要否判定、１８歳以上の知的障害

者の療育手帳の交付などの業務を行っている。 

 障害者相談課の管内市町は次の９市１町である。ただし、業務によって所管区域が異なる。 

岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、

額田郡幸田町 

 

１ 身体障害者に関する業務 

(１) 身体障害者手帳の交付（中核市である岡崎市及び豊田市は除き、１８歳未満の者を含む。） 

(２) 身体障害者に関する相談支援 

(３) 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定 

(４) 自立支援医療費（更生医療）支給判定 

(５) 補装具費支給判定及び適合判定 

(６) 市町に対する専門的技術的援助 

 

２ 知的障害者に関する業務 

(１) 療育手帳の交付 

(２) 知的障害者に関する相談支援 

(３) 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定 

(４) 障害基礎年金等の診断 

(５) 判定書等の交付 

(６) 市町に対する専門的技術的援助 

(７) 巡回相談の実施 

    刈谷市 年６回（刈谷市心身障害者福祉会館） 

    豊田市 年８回（豊田市役所内） 

※ 豊田市、みよし市の身体障害者、知的障害者の相談業務は豊田加茂福祉相談センターが行っている。 

 

３ 嘱託医による診断・判定 

(１) 身体障害 

    耳鼻咽喉科、整形外科、内科、眼科の嘱託医により、身体障害者手帳に関する審査、自立

支援医療（更生医療）・補装具に関する判定等を行っている。 

    ＜診断判定日＞ 

      耳鼻咽喉科 原則第１、３月曜日 

      整形外科  月４回 火曜日 

      内科    月４回 木曜日（免疫機能障害については随時） 

      眼科    原則第３木曜日 

(２) 知的障害 

    精神科の嘱託医により、知的障害の診断、障害基礎年金等の診断書作成等を行っている。 
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        ＜診断判定日＞ 月４回 火曜日 

 

４ 身体障害者手帳・療育手帳の交付手続き 

   身体障害者手帳・療育手帳の交付手続きは次のとおりである。 

 

本 人 

（保護者） 

申請 

 

交付 

市町役場 

（受付窓口） 

送付 

 

送付 

福祉相談センター 

（児童・障害者相談センター） 

（判定・発行） 

 

※ 療育手帳交付・再判定に当たっては、当センターに来所し、判定を受けることが必要（再

判定で、調査表等によって判定が可能な場合を除く。） 

 

 

５ 自立支援医療費（更生医療）支給、補装具費支給の手続き 

   自立支援医療費（更生医療）支給、補装具費支給は、市町が支給認定を行っており、当セン

ターでは支給認定にあたっての判定を行っている。手続きは次のとおりである。 

 

本 人 

申請 

 
医療受給者証、 

補装具費支給券交付 

市町役場 

（受付窓口・ 

 支給認定） 

判定依頼 

 

判定書交付 

福祉相談センター 

（児童・障害者相談センター） 

（判定） 

 

※義肢等の補装具費支給に当たっては、当センターに来所して判定を受けていただく場合がある。 

  補装具の品目によっては、当センターの判定を要さずに市町で支給認定できるものもある。 

 

 

 

  

 

 



６　令和５年度業務実績

（１）身体障害者に関する業務

市町別・等級別・身体障害者手帳新規交付件数

障害別・等級別・身体障害者手帳新規交付件数

※　構成比については、端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

（単位：件）

（単位：件／％）

27.9% 11.1% 21.8% 31.1% 3.0% 5.1%

100%

100%

33.4%

19.4%

6.6%

16.7%

825

0.8%

0.6%

53.1%

9.0%

5.6%

6.6%

0.0%

1,553

構成比

免　疫　機　能

肝　臓　機　能

心　臓　機　能

呼 吸 器 機 能

腎　臓　機　能

膀胱・直腸機能

小　　　　　計

内
部
障
害

合　　　　　　計

小　腸　機　能

12.7%

8.8%

11.8%

246 5 204 370 0 0

0 12

1 2 1 5 0 0 9

3

0 260

0.1%

6 1 0

1 0 0

1400 0 2 138

0 10 0

0 0

0.0%

12 137

0 184

16

47 49 0 11

0 0 0 0

87

207 0

198

0 00

7 8

0

102

20 519

0 301

0

8712

１級 ２級 ３級

3

31

下 肢 不 自 由

体　　　　　幹

脳 原 性 機 能

小　　　　　計

聴　覚　障　害 1 3

0 0

52 30

27 32

126

5 0

6 12 13

平 衡 機 能 障 害

そしゃく機能障害

上 肢 不 自 由
肢
体
不
自
由

0

8

175

0

77

0 56 10343

0

４級 ５級 ６級 計
構成比

視　覚　障　害 41

433 173 338 483 47 79

2

11

42

0

0

53 34

10

84 10

0

0 23 206 0

0

90

111

計 433 173 338 483 47

6 124

幸    田    町 25 4 17 24 3 5 78

み　よ　し　市 45 14 23 35 1

79 1,553

9 127

高  　浜  　市 22 2 15 22 2 2 65

知　  立  　市 31 20 22 41 4

18 360

西  　尾 　 市 80 36 101 111 12 24 364

安  　城　  市 97 35 84 117 9

刈　  谷 　 市 84 40 38 94 8 12 276

碧  　南 　 市 49 22 38 39 8

４級 ５級 ６級 2区　分 １級 ２級 ３級

3 159

音声・言語機能障害
0 0 14 5 0 190 1.2%
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市町別・自立支援医療費（更生医療）支給判定件数

市町別・補装具費支給判定件数

（単位：件）

（単位：件）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

小
腸

免
疫

肝
臓

心
臓

12

159699 57

肢
体 人工

透析
免疫

抑制等

66

132

55

3,427

視
覚

碧　　南　　市

刈　　谷　　市

安　　城　　市

豊　　田　　市

西　　尾　　市

知　　立　　市

高　　浜　　市

み　よ　し　市

187

245

203

岡　　崎　　市 984 0

判　定
件　数

117

判　定　内　容

366

腎　臓

0 146 19

0 2 30

音声・
言語・
そしゃ

く

1,072 0 3

0

聴
覚

941 82

198

0

0

0

0

1

2

0

0

0

5

0

0

0

0 0

岡　　崎　　市 283 6 41 22 79

5 0 3

243 0 15135 2,674 316

判　定
件　数 電動

車椅子

意思
伝達
装置

特
例

幸　　田　　町

計

1

0

刈　　谷　　市 84 0 22

0 05 3

0 11

碧　　南　　市 28 0 5 3 48

33

安　　城　　市 103 0 12

0 0豊　　田　　市 301 2 34

0 1

20 73 46 18

25 7

知　　立　　市 26 0 6

0 2西　　尾　　市 122 4 18

0 0

8 40 20 2

み　よ　し　市 32 0 1

02 7 4 0

02 15 7 0 0 0

0 0高　　浜　　市 23 0 4

68 266 161 48 1 4

0 0140 11 0

6

7

4

計 1,022 12 143 319

1

幸　　田　　町 20 0 0

0

108

36

02 7 3 1

07 15

028

7

02 15 10

0

037 15

0

0

装
具

82

判　定　内　容

義
手

義
足

座位
保持
装置

補
聴
器

車
椅
子

0 37 0

そ
の
他

0

8

0 49 9

0 114

0

0

0 10

5 0 11

0

0

1

1

0

0

0

39 8

43

4 0 4

25 0 15

25 0 15

5 0

2 0

31

0

3

1 0

1 110 51

5

35

12

1 288

0 90 12
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（２）知的障害者に関する業務

市町別・知的障害者相談件数

市町別・知的障害者各種判定件数

1,414

169

0

計

322

76

116

387

71

153

28

0

0 46

46

0

0 0

0

028

1,297

職能的判定 その他

0 0

0 1

1

0

0 0

0

0 0

0 2

0

147

137

64

42

46

22

15

0

115

安　　城　　市

西　　尾　　市

知　　立　　市

高　　浜　　市

み　よ　し　市

幸　　田　　町

計

7

4

0

0 1,333 46 1,504

刈　　谷　　市

豊　　田　　市

区　　　　分 医学的判定

113

353

950

24

6

3

34

幸　　田　　町

岡　　崎　　市

碧　　南　　市

心理学的判定

298

69

計 1,475 0 0 30

31 0 0 1 0 1 31

0 53 0 53

0 0 29

2 49

み　よ　し　市 53 0 0 0 0 0

高　　浜　　市 0 3 0 4348 0 0 1

3 72知　　立　　市 70 0 0 1

150 0 0 7 2 152129

3 0 17

40

西　　尾　　市

0 64

豊　　田　　市

安　　城　　市 170 0 0

406 0 0 11

刈　　谷　　市 117 0

0

320 10

1 0 2 112 50

83 0

0

区　　　　分

0 356

0 5 0 74 4 830

療育
手帳

その
他

計

岡　　崎　　市 347 0 0 5 0 21

碧　　南　　市

（単位：件）

（単位：件）

相　談
実件数 施設

職親
委託

職業

相　談　内　容

医療
保健

生活 教育

120

0 29 0 367 9 416

0 142 10 172

0 14 0
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市町別・知的障害者判定書等交付件数

碧　　南　　市

区　　　　分
新規 再判定

計
再交付

療　育　手　帳

年金等
診断書

その他

362岡　　崎　　市 12 243 33 22 52

3 50 9 5

418

127

15 82

29

25刈　　谷　　市 7 90 3 2

17

知　　立　　市 6 47 1

西　　尾　　市

4

14

豊　　田　　市 26 260 34

6 105

安　　城　　市 7 110 9

3

3

み　よ　し　市 1

0幸　　田　　町 23 3

36 7 0

高　　浜　　市 4 30 3 3 8 48

（単位：件）

34

5511

156

17633

69

28

5

7113

1,529計 75 994 105 96 259
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